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第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 最近３中間連結会計期間及び最近２連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移 

  

 
(注) １ 連結売上高には消費税等は含まれておりません。 

２ 第159期中、第161期中及び第159期においては潜在株式がないため、第160期中及び第160期においては潜在

株式がないため、また、１株当たり中間(当期)純損失が計上されているため潜在株式調整後１株当たり中間

(当期)純利益は記載しておりません。 

３ 従業員数は就業人員数を表示しております。 

４ 従業員数欄の(外書)は臨時従業員の平均雇用人数であります。 

５ 純資産額の算定にあたり、平成18年９月中間期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」

(企業会計基準第５号)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基

準適用指針第８号）を適用しております。 

  

第一部 【企業情報】

回次 第159期中 第160期中 第161期中 第159期 第160期

会計期間

自 平成17年
４月１日

至 平成17年
９月30日

自 平成18年
４月１日

至 平成18年
９月30日

自 平成19年
４月１日

至 平成19年
９月30日

自 平成17年
４月１日

至 平成18年
３月31日

自 平成18年
４月１日

至 平成19年
３月31日

売上高 (百万円) 23,731 18,265 20,074 46,061 36,008

経常利益又は 

経常損失(△)
(百万円) 394 △282 564 809 164

中間(当期)純利益又は 

中間(当期)純損失(△)
(百万円) 355 △651 1,348 931 △1,696

純資産額 (百万円) 14,993 15,644 16,230 15,797 15,397

総資産額 (百万円) 56,926 55,661 56,886 56,178 55,961

１株当たり純資産額 (円) 1,782.00 1,532.54 1,404.86 1,871.09 1,331.82

１株当たり中間(当期)純
利益又は中間(当期)純損
失(△)

(円) 42.18 △70.88 119.31 103.78 △168.74

潜在株式調整後１株当た
り中間(当期)純利益

(円) ― ― ─ ― ─

自己資本比率 (％) 26.34 27.48 27.92 28.12 26.91

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) 916 343 20 602 1,044

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △648 △1,140 1,185 1,428 △1,109

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △503 1,616 324 △1,704 608

現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高

(百万円) 1,259 2,646 4,203 1,826 2,367

従業員数 (名)
609

(206)

588

(204)

549

(193)

597

(207)

508

(216)



(2) 提出会社の最近３中間会計期間及び最近２事業年度に係る主要な経営指標等の推移 

  

 
(注) １ 売上高に消費税等は含まれておりません。 

２ 第159期中から第161期中及び第159期においては潜在株式がないため、第160期においては潜在株式がないた

め、また、１株当たり当期純損失が計上されているため潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益は記載

しておりません。 

３ 従業員数は就業人員数を表示しております。 

４ 従業員数欄の(外書)は臨時従業員の平均雇用人数であります。 

５ 純資産額の算定にあたり、平成18年９月中間期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」

(企業会計基準第５号)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基

準適用指針第８号）を適用しております。 

６ 第160期の１株当たり配当額７円には、創立100周年記念配当２円が含まれております。 

  

回次 第159期中 第160期中 第161期中 第159期 第160期

会計期間

自 平成17年
４月１日

至 平成17年
９月30日

自 平成18年
４月１日

至 平成18年
９月30日

自 平成19年
４月１日

至 平成19年
９月30日

自 平成17年
４月１日

至 平成18年
３月31日

自 平成18年
４月１日

至 平成19年
３月31日

売上高 (百万円) 12,594 13,033 12,109 25,615 26,613

経常利益 (百万円) 229 287 386 365 426

中間(当期)純利益又は当
期純損失(△)

(百万円) 363 66 1,466 402 △715

資本金 (百万円) 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500

発行済株式総数 (株) 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000

純資産額 (百万円) 15,376 15,040 15,210 15,503 14,204

総資産額 (百万円) 54,244 51,660 47,947 52,989 50,481

１株当たり純資産額 (円) 1,287.29 1,282.85 1,270.70 1,294.95 1,186.59

１株当たり中間(当期)純

利益又は当期純損失(△)
(円) 30.46 5.64 122.50 30.54 △60.33

潜在株式調整後１株当た

り中間(当期)純利益
(円) ― ― ─ ─ ─

１株当たり配当額 (円) ― ― ─ 5 7

自己資本比率 (％) 28.35 29.11 31.72 29.26 28.14

従業員数 (名)
251

( 28)

250

( 29)

175

( 32)

246

( 28)

186

( 45)



２ 【事業の内容】 
  
 当社グループは、当社、子会社12社及び関連会社４社で構成され、皮革製品、ゼラチン製品、コラーゲ
ン製品、コラーゲン化粧品、健康食品の製造販売を主な内容とし、更に加工食品、穀物類、衣料品等の輸
入販売及び不動産管理等その他の事業活動を展開しております。 
 当中間連結会計期間における各事業に係る主な事業内容の変更と主要な関係会社の異動は、概ね次のと
おりであります。 
なお、事業の種類別セグメントと同一の区分であります。 

  
(1) 皮革関連事業 

主な事業内容の変更 

 平成19年４月２日、当社で営む皮革関連製品の販売事業及び持分法適用関連会社である㈱藤田商店で営む皮

革製品の仕入販売事業を会社分割し、共同して「㈱ニッピ・フジタ」を新設、当社の連結子会社(88.46%保有)

となり、同事業を承継しているため、売上高は前年同期と比べ1,927百万円(42.7％)増加しております。 

 また、前連結会計年度まで当社で生産していた皮革製品は、国内生産に関しては、商品開発および技術サー

ビスに必要な程度の最低限レベルに縮小し、委託生産加工等による方針に変更したため、生産実績は前年同期

と比べ608百万円(△79.9％)減少しております。 

 これにより、営業利益は前年同期と比べ168百万円増加しております。 

主な関係会社の異動 

 平成19年４月２日、当社で営む皮革関連製品の販売事業及び持分法適用関連会社である㈱藤田商店で営む皮

革製品の仕入販売事業を会社分割し、共同して「㈱ニッピ・フジタ」を新設、連結子会社となっております。

 なお、これにより㈱藤田商店は、平成19年12月３日特別清算手続を申請し、現在、清算中であります。 
  

(2) 非皮革部門事業 
主な事業内容の変更        該当事項はありません。 

主な関係会社の異動        該当事項はありません。 
  

(3) その他事業 
主な事業内容の変更        該当事項はありません。 

主な関係会社の異動        該当事項はありません。 

  

３ 【関係会社の状況】 
  
(1) 新規 

平成19年４月２日、当社で営む皮革関連製品の販売事業及び関連会社である㈱藤田商店で営む皮革製品の仕入販

売事業を会社分割し、共同して「㈱ニッピ・フジタ」を新設し、連結子会社となっております。 

 
(注) １ 「主要な事業の内容」欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。 

２ 「議決権の所有（非所有）割合」欄の(内書)は間接所有であります。 

３ 関連会社である㈱藤田商店は、皮革製品の仕入販売事業を会社分割し、提出会社と共同して「㈱ニッピ・フ

ジタ」を新設、同事業を分離しており、平成19年12月３日特別清算手続を申請し、現在、清算中でありま

す。 

  

名称 住所

資本金又は
出資金

主要な事業の内
容

議決権の所有

関係内容
(被所有)割合

所有割合 被所有割合

(百万円) (％) (％)

㈱ニッピ・フジタ 東京都台東区 100 皮革関連事業
88.46
(─)

―

自動車ハンドル用革を仕入れ、一部当社に販
売しております。 
なお、当社所有の建物を賃借しています。

役員の兼任…有３名



４ 【従業員の状況】 
  
(1) 事業の種類別セグメントにおける従業員数 

 
(注) １ 従業員数は就業人員であります。 

２ 従業員数欄の(外書)は臨時従業員の平均雇用人員であります。 
  
(2) 提出会社の従業員の状況 

 
(注) １ 従業員数は就業人員数であります。 

２ 従業員数欄の(外書)は臨時従業員の平均雇用人数であります。 
  
(3) 労働組合の状況 

当社グループの労働組合は昭和21年11月に日本皮革労働組合として発足し、全国皮革労働組合連合会に所属してお

ります。なお、労使関係については概ね良好であります。 

  

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(名)

皮革関連事業 58 ( 18)

非皮革部門事業 390 (162)

その他事業 35 (  9)

本社管理部門他 66 (  4)

合計 549 (193)

従業員数(名) 175 ( 32)



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 
  

(1) 業績 
 当中間連結会計期間におけるわが国経済は、原油価格の高騰による物価への圧迫要因はあるものの、好調な企業

業績に支えられ設備投資は増加、雇用情勢の改善による個人消費の堅調さから緩やかな景気回復が続きました。 

 このような状況のなかで当社グループは、拡販施策の展開を図り、利益体質の強化に努めてまいりました。 

 皮革事業は、平成19年４月２日付で新設分割により設立した株式会社ニッピ・フジタにおける皮革関連の販売を

強化しました。ゼラチン事業は、健康食品向けペプタイドが好調で事業収益のバックボーンとなりました。コラー

ゲン・ケーシング事業は輸出を中心に売上を伸ばし、化粧品関係では、宣伝制作物の刷新を行い顧客の獲得を図る

など販売促進に努めてまいりました。 

 この結果、当中間期の連結業績は売上高20,074百万円（前年同期比9.9％増）、営業利益683百万円（前年同期比

32.6%増）、経常利益564百万円（前年同期比846百万円増）となりました。 

特別利益につきましては、大阪市西淀川区に所有しておりました固定資産の売却益204百万円ならびに不動産信託

を行っておりました特別目的会社の事業目的が終了し解散したことによります出資清算益（特別配当）3,616百万円

を計上しました。 

 また、特別損失につきましては、「租税特別措置法上の準備金及び特別法上の引当金又は準備金並びに役員退職

慰労引当金等に関する監査上の取扱い」（日本公認会計士協会 監査・保証実務委員会第42号）の適用による役員

退職慰労引当金繰入額419百万の計上及び機械類などの固定資産除却損143百万円、社内規準の見直しによる棚卸資

産評価損528百万円、土地開発関連費用（本社工場跡地の土壌改良費用等）491百万円などを計上いたしました。 

 これらの結果、中間純利益は、1,348百万円（前年同期比1,999百万円増）となりました。 

 事業別の状況につきましては以下のとおりであります。 

① 皮革関連事業 

 皮革関連事業におきましては、本年３月で東京工場での量産を中止したこと、株式会社ニッピ・フジタを新設分

割したことにより皮革製造・販売から皮革製品の販売中心へと事業内容の転換を図り、靴関連および車両関連とも

順調に推移したため収益体質が大幅に改善されました。 

 この結果、皮革関連事業全体の売上は、6,444百万円（前年同期比42.7％増）、営業利益115百万円（前年同期比

168百万円増）となりました。 

② 非皮革部門事業 

 ゼラチン事業におきましては、ゼラチン製品は、原料及び製品の値上がりや販路の見直しなどにより苦戦をしい

られたものの、ペプタイド製品が健康食品用途の伸張をはじめ医薬・工業ほか、全ての用途において好調に推移し

売上・利益増に寄与しました。 

 コラーゲン事業におきましては、コラーゲン・ケーシング製品は、国内ハム・ソーセージメーカーの生産拠点の

海外シフトに拍車がかかり引き続き苦しい展開となりました。このような国内の状況を踏まえながら輸出拡販に努

めた結果、事業部売上は微増にて推移しました。 

 また、化粧品におきましては、景気の回復とともに通販市場が好調でしたが、当社製品は、企業間の競争激化の

中で苦戦いたしました。一方で、健康食品は消費者の健康ニーズの高まりを背景として通販市場の好調を受けたこ

とにより売上が伸張しました。  

 これらの結果、非皮革部門事業全体の売上は、9,671百万円（前年同期比2.1％増）、営業利益689百万円（前年同

期比12.7％増）となりました。  

③ その他事業 

 リンカー部門におきましては、化成品は堅調に推移し、リンカーは各製品とも好調に推移したため売上が増加し

ました。 

 不動産部門におきましては、開発計画の本格的推進までの暫定事業としてフットサルコート、駐車場用の賃貸事

業により保有不動産の有効活用を行っております。 

 また、連結子会社が前年同期初まで行っておりました葉タバコの輸入関連事業がなくなったため売上が減少しま

した。 

 これらの結果、その他事業関連全体の売上は、3,959百万円（前年同期比7.5％減）、営業利益522百万円（前年同

期比3.1％増）となりました。 

  



(2) キャッシュ・フローの状況 
 当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べ1,836百万円資金が増加し、当中間

連結会計期間末には4,203百万円となりました。 

① 営業活動によるキャッシュ・フロー 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、20百万円となり、前年同期と比べ322百万円の収入の減少となりまし

た。主な内容は、前連結会計年度における早期退職一時金747百万円を支出したことなどによるものです。 

② 投資活動によるキャッシュ・フロー 

 投資活動によるキャッシュ・フローは1,185百万円となり、前年同期と比べ2,325百万円の収入の増加となりま

した。主な内容は、東京都足立区の再開発に伴う土地の取得による支出2,792百万円及び建築協力金1,258百万円

の返済などがあったものの、大阪市西淀川区の土地、建物の売却代金などの収入1,784百万円並びに特別目的会社

の清算による特別配当収入3,362百万円が発生したことなどによるものです。 

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

 財務活動によるキャッシュ・フローは324百万円となり、前年同期と比べ1,292百万円の収入の減少となりまし

た。主な内容は、自己株式の売却による収入がなくなったことなどによるものです。 

  

２ 【生産、受注及び販売の状況】 
  

(1) 生産実績 
当中間連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 
(注) １ 金額は、生産価格であります。 

２ 上記の金額は、セグメント間取引の相殺消去後の数値であります。 
３ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(2) 受注状況 
製品の性質上受注生産は行なっておりません。 

  

(3) 販売実績 
当中間連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 
(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 上記の金額は、セグメント間取引の相殺消去後の数値であります。 
３ 主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合は、100分の10以上の相手先の該当がないので記載を

省略しております。 

  

３ 【対処すべき課題】 
  

 当社は、足立区が推進する「千住大橋駅周辺地区整備計画」の開発拠点地区において、独立行政法人都市再生機
構ほかと共同して計画に参画しております。 
 本計画は、「うるおい・活気・安全なまち」の実現に向け、隅田川スーパー堤防の整備をはじめ、道路・公園等
の都市基盤整備を行ったうえで、千住大橋駅周辺施設として生活利便等機能を誘導しつつ、防災性の向上、良好な
住環境と景観の形成が図られた住商工が調和した複合市街地の形成、水辺と緑の調和する快適でうるおいのある居
住環境の確保をコンセプトに、街全体の利便性・快適性の向上と活性化を目指すものであります。 
 当社は、足立区などと締結しております「千住大橋駅周辺地区におけるまちづくりに関する基本協定」等に従
い、従来の大規模工場（敷地面積約12ｈａ、うち当社持分約8.3ｈａ）の工場機能を集約し、良質な住宅を誘導する
とともに、多様な利便施設をあわせもつ複合市街地への土地利用転換を図ることにより、土地有効活用事業を推進
してまいります。 
 現在は、独立行政法人都市再生機構ほかとの共同事業として、道路整備などの基盤整備、ならびに、これに伴う
建物集約・地上部建物等解体工事、地中基礎撤去・土壌浄化工事等に着手している段階であります。  
 今後とも収益性を重視した土地有効活用事業の推進に注力してまいります。 
 なお、東京における本事業ならびに当社所有の大阪難波地区土地の管理等を目的として、平成19年12月10日付け
にて、当社100％出資による「ニッピ都市開発株式会社」（非連結子会社）を設立しております。 

事業の種類別セグメントの名称 金額(百万円) 前年同期比(％)

皮革関連事業 153 △79.9
非皮革部門事業 5,797 1.26
その他事業 54 31.7

合計 6,005 △8.0

事業の種類別セグメントの名称 金額(百万円) 前年同期比(％)

皮革関連事業 6,444 42.7
非皮革部門事業 9,671 2.1
その他事業 3,959 △7.5

合計 20,074 9.9



(事業内容の概略)  

 
(注）本計画内容は、今後変わることがあります。 

  
(株式会社の支配に関する基本方針) 
(1) 基本方針の内容 

 当社は、公開会社として当社株式の自由な売買が可能である以上、特定の者の大量買付行為に対する判断は、
終的には株主の皆さまの意思に委ねられるべきものであると考えております。また、大量買付行為が具体化した一
定の合理的なルールに従って行われることが企業価値ひいては株主共同利益に合致すると考えております。 
 当社は「確かな技術を基に、『お客様のニーズ』に合致する高品質の製品を提供し、『顧客満足度』を高めるこ
と」を通じて、企業の存在価値と企業価値の向上に取り組んでおります。「企業価値の向上」を実現するため、永
年にわたり差別性の高い高付加価値商品の研究開発と製品化に経営資源を重点投入しており、その成果は、コラー
ゲン・ケーシング、コラーゲン化粧品、医薬用コラーゲンペプチド等々として、当社事業の根幹を形成するに至っ
ております。  
 当社は、中長期的に企業価値向上に集中して取り組むために、濫用的な買収等に対する防衛策をあらかじめ導入
しておくことが必要不可欠であると判断いたしております。 

(2) 基本方針の実現に資する特別な取組み 
 当社は、企業価値ひいては株主共同の利益を確保し向上するための取り組みとして、当社の強みであるバイオマ
トリックス研究をさらに深耕させ、さまざまな高機能商品の開発を推進することで、事業領域の拡大と高収益体質
化を図り、高付加価値化および企業価値の 大化を目指し、顧客・取引先のみならず株主・投資家の皆様にとって
魅力ある会社となるよう、さらなる成長と収益力の改善に努めてまいります。 

(3) 基本方針に照らして不適切な者が支配を獲得することを防止するための取組み 
 当社は、平成18年６月28日開催の第159回定時株主総会において「当社株式の大量買付行為への対応策」（以下
「本プラン」といいます。）の導入の承認を得ております。 
 本プランは、突然の大量買付行為等がなされたときに、その当否やこれに応じるか否かについて、株主の皆さま
が適切に判断するために必要な情報や期間を確保したり、当社が大量買付者との交渉・協議を行ったりするための
手続きを定めることにより、前記の基本方針に反するような濫用的な買付に対する一定の抑止力を具備し、当社企
業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させることを目的とするものです。 
 本プランの対象となる大量買付行為とは、特定の株主グループの議決権割合が20％を超えることを目的とする買
付行為等をいい、買付者がかかる大量買付行為を行おうとする場合には、まず当社代表取締役宛に、本プランに定
める手続きに従う旨の書面を提出いただくとともに、株主の皆さまの判断及び当社としての意見形成のために必要
な情報を提供していただきます。 
 その後、60営業日または90営業日を、当社が大量買付行為に対する評価、検討、交渉、意見形成、代替案立案を
行うための期間とし、大量買付行為はこの期間経過後にのみ開始されるものとします。 
 当社は、買付者が本プランの手続きを守らなかった場合、または大量買付行為の内容を検討し、買付者との協
議・交渉を行った結果、大量買付行為が、予め定められた合理的・客観的な基準に照らし、当社の企業価値ひいて
は株主共同の利益を侵害するおそれが明白であると判断した場合には、新株予約権の無償割当てによる対抗措置を
とることがあります。 
 対抗措置発動の判断にあたっては、その客観性及び合理性を担保し当社取締役会の恣意性を排するため、外部専
門家等の助言、ならびに当社社外取締役・社外監査役・社外有識者から構成される特別委員会の勧告を 大限尊重
した上で決定します。 
 また、当社は、買付行為やこれに対する当社の評価・代替案、特別委員会の勧告内容等を適切に情報開示いたし
ます。 

(4) 具体的取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由 
 当社の経営計画及び本プランは、当社基本方針に沿うものであるとともに、次の点において当社取締役の地位の
維持を目的とするものではありません。 
① 本プランの導入は株主総会における承認を得たものであること。 
② 本プランの有効期間が３年間であり、有効期間中であっても株主総会または当社取締役会の決議により廃止で

きるとされていること。 
③ 本プランの対抗措置の発動については、予め定められた合理的・客観的な要件を設定しており、しかもこれら

要件は基本方針において、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として適当でないとされる場合と一
致させていること。 

④ 本プランを適正に運用し、取締役会によって恣意的な判断がなされることを防止するため特別委員会を設置す
るとともに、当社取締役会は特別委員会の勧告を 大限尊重することとしていること。 

  

所在地 東京都足立区千住緑町１丁目、千住橋戸町、千住河原町 
開発区域面積 約12ｈａ 

街区数 11街区及び街区公園

建物高度( 高) 約150ｍ 

主要用途 住宅、業務、生活利便施設等 

住宅戸数 約1,700戸
工事期間 平成19年度～平成26年度(予定)



４ 【経営上の重要な契約等】 
  
 該当事項はありません。 

  

５ 【研究開発活動】 
  
 当中間連結会計期間の研究開発活動は、生化学、分子生物学等の基礎研究から、メディカル、医療分野向け高純度
ゼラチン、コラーゲン等の開発、各種検査キットなどの開発、化粧品、食品、さらには医療用及び動物用医薬品等の
開発に結びつけるための基礎応用研究を行っております。これらの幾つかは、外部組織、すなわち各種研究機関や他
企業との共同研究開発として進めており、今期の研究開発費の総額は、59百万円であります。 
 なお、事業のセグメント別の研究開発活動は、以下の通りであります。 
(1) 皮革関連事業 
 工場廃水等の処理技術研究、エコレザーの製造方法開発、ならびに経済産業省の指導のもと、皮革技術協会・タ
ンナーズ協会等と共同でエコレザーの公定規格化に関する研究を行っております。 
 なお、研究開発費の金額は、5百万円であります。 

(2) 非皮革部門事業 
 非皮革部門の研究開発活動としましては、新規製品と新技術の開発、既存製品の改良、高付加価値化のための研

究・開発、及びそれを支える基礎的研究を行っております。 
 基礎研究につきましては、従来から重点課題としている各種動物材料からのコラーゲン・ゼラチンの調製、その
物理化学スペック解析を行っております。生理機能面においては、コラーゲン代謝の機序、皮膚・骨・腱・角膜な
どの結合組織疾患、皮膚の炎症・治癒過程でのコラーゲンの動態解析などを行っております。 
 なお、研究開発費の金額は、35百万円であります。 
 開発並びに新規製品関連につきましては、以下の通りであります。 
① 安全性の高い医療用コラーゲン、ゼラチン、ペプタイドの製品化及び新規の化粧品用コラーゲンの開発を進め

ております。 
② 医療用高分子ゼラチンにつきましては、中規模製造ラインを確立、人工心膜などの試験市場への供給を開始し

現在医療用材として前臨床実施中であります。 
③ 細胞培養用コラーゲンコート製品につきましては、平成16年半ばより販売を開始し、順調に事業展開中であり

ます。 
④ 化粧品関連につきましては、＋Ｎ事業で新規スタイリング剤、新規基礎化粧品の商品化を実現、また、コラー

ゲンペプタイドの付加価値機能を高め、健康食品、サプリメントの製品化に貢献しております。 
⑤ ＢＳＥ関連につきましては、当社独自のノウハウにもとづくプリオン検査キット、「ニッピブル ＢＳＥ検査

キット」の開発に成功し、平成19年４月より販売を開始しております。 
⑥ 当社独自に考案したプラスチック製細胞破砕ツールである「バイオマッシャー：Biomasher」（日本、ヨーロッ

パ、米国及びカナダでの商標登録及び日本、ＥＵで特許権取得済）は、プリオン検査をはじめ、各種バイオ科学
技術分野（ゲノム解析など）で利用可能との評価・反響を得ております。 
 平成17年７月の販売開始から順調に販売数量を伸ばしております。 

(3) その他事業 
 その他事業の研究開発活動は、化学架橋性ポリ塩化ビニルの応用化として電線被膜、マスキングシート等の既存
製品の改良、改善並びに新製品の開発として高性能チューブ、難燃性ガスケット他を行っております。 
 なお、研究開発費の金額は、19百万円であります。 

  



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

(1) 提出会社 
 当中間連結会計期間に以下の土地を取得いたしました。 

  

 
  

 当中間連結会計期間に以下の土地、建物等を譲渡いたしました。 
  

 
(注) １ 金額には消費税等は含まれておりません。 

  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

  

 当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画中であった重要な設備の新設、除却等について、重要な

変更並びに重要な設備計画の完了はありません。 

 また、当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はありません 

  

事業所名 

（所在地）

事業の種類別 

セグメント 

の名称

設備の内容

帳簿価額（百万円）
従業員数 

（名）
土地 

(面積㎡)
合計

本社
(東京都足立区）

その他 再開発用途
の土地

2,792

(11,252)
2,792 ─

事業所名 

（所在地）

事業の種類別 

セグメント 

の名称

設備の内容

帳簿価額（百万円）
従業員数 

（名）
建物及び 

構築物

土地 

(面積㎡)
合計

流通倉庫

(大阪市西淀川区)
その他

賃貸用土地

建物
320

1,270

(11,667)
1,590 ─

社宅
(大阪府豊中市)

全社
社宅用土地

建物
0

28

(124)
28 ─



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

 
  

② 【発行済株式】 

 
  

(2) 【新株予約権等の状況】 

該当事項はありません。 

  

(3) 【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。 

  

(4) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

 
  

(5) 【大株主の状況】 

平成19年９月30日現在 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 48,000,000

計 48,000,000

種類
中間会計期間末 
現在発行数(株) 

(平成19年９月30日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成19年12月21日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融 
商品取引業協会名

内容

普通株式 12,000,000 12,000,000 ジャスダック証券取引所

計 12,000,000 12,000,000 ―

年月日
発行済株式 
総数増減数 

(株)

発行済株式
総数残高 
(株)

資本金増減額
 

(百万円)

資本金残高
 

(百万円)

資本準備金 
増減額 
(百万円)

資本準備金
残高 

(百万円)

平成19年９月30日 ― 12,000,000 ― 3,500 ― 282

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式 
総数に対する 
所有株式数 
の割合(％)

株式会社リーガルコーポレーション 東京都足立区千住橋戸町２ 2,787 23.23

大成建設株式会社 東京都新宿区西新宿1-25-1 700 5.83

株式会社ホテルオークラ 東京都港区虎ノ門2-10-4 553 4.61

東京建物株式会社 東京都中央区八重洲1-9-9 500 4.16

財団法人日本皮革研究所 東京都足立区千住緑町1-1 412 3.43

昭栄株式会社 東京都千代田区神田錦町1-2-1 366 3.05

株式会社みずほコーポレート銀行 東京都千代田区丸の内1-3-3 349 2.90

中央建物株式会社 東京都中央区銀座2-6-12 320 2.66

みずほ信託銀行株式会社 東京都中央区八重洲1-2-1 300 2.50

東海パルプ株式会社 静岡県島田市向島町4379 250 2.08

計 ― 6,537 54.45



(6) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成19年９月30日現在 

 
(注) １ 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社保有の自己株式889株が含まれております。 

２ 証券保管振替機構名義の株式はありません。 

  

② 【自己株式等】 

平成19年９月30日現在 

 
  

２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別 高・ 低株価】 

 
(注) 株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。 

  

３ 【役員の状況】 

  

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日まで、提出会社の役員に異動はありません。 

  

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)  

(自己保有株式)

普通株式 29,000

(相互保有株式)

普通株式 5,000

―
株主としての権利内容に何ら限

定のない、標準となる株式

完全議決権株式(その他) 普通株式 11,848,000 11,848 同上

単元未満株式 普通株式 118,000 ― 同上

発行済株式総数 12,000,000 ― ―

総株主の議決権 ― 11,848 ―

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数 

(株)

他人名義
所有株式数 

(株)

所有株式数 
の合計 
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数 
の割合(％)

(自己保有株式) 
株式会社ニッピ

足立区千住緑町1-1-1 29,000 ― 29,000 0.24

(相互保有株式) 
株式会社ボーグ

松戸市稔台802-15 5,000 ― 5,000 0.04

計 ― 34,000 ― 34,000 0.28

月別 平成19年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

高(円) 635 615 585 595 563 468

低(円) 570 561 560 552 455 356



第５ 【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11

年大蔵省令第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。 

 なお、前中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)は、改正前の中間連結財務諸表規則に

基づき、当中間連結会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)は、改正後の中間連結財務諸表規則に

基づいて作成しております。 

  

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵

省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

 なお、前中間会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)は、改正前の中間財務諸表等規則に基づ

き、当中間会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作

成しております。 

  

２ 監査証明について 

 当社は、前中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)及び前中間会計期間(平成

18年４月１日から平成18年９月30日まで)は証券取引法第193条の２の規定に基づき、また当中間連結会計

期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)及び当中間会計期間(平成19年４月１日から平成19年

９月30日まで)は金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、それぞれ中間連結財務諸表並びに中

間財務諸表について、藍監査法人により中間監査を受けております。 

  



１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結貸借対照表】 

  

 
  

前中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成19年９月30日)

前連結会計年度 
要約連結貸借対照表 
(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

  現金及び預金 ※２ 2,709 4,266 2,430

  受取手形及び売掛金 ※2.4.6 7,124 7,880 7,972

  たな卸資産 6,838 6,768 7,043

  未収消費税等 ― ─ 46

  繰延税金資産 424 397 397

  その他 2,953 1,395 2,064

  貸倒引当金 △44 △65 △47

  流動資産合計 20,005 35.9 20,643 36.3 19,905 35.6

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産

  建物及び構築物 ※1.2 5,113 4,523 4,869

  機械装置及び車両運搬具 ※1.2 951 749 824

  土地 ※２ 21,456 23,193 21,456

  建設仮勘定 352 786 469

  その他 ※１ 112 105 114

  有形固定資産合計 27,987 29,358 27,733

 ２ 無形固定資産

  その他 14 5 6

  無形固定資産合計 14 5 6

 ３ 投資その他の資産

  投資有価証券 ※２ 3,716 3,446 4,085

  関係会社株式 ※２ 1,910 1,876 1,988

  長期貸付金 599 904 396

  繰延税金資産 83 ─ 717

  破産更生債権等 1,398 1,390 1,398

  その他 1,344 912 1,318

  貸倒引当金 △1,440 △1,681 △1,632

  投資その他の資産合計 7,613 6,848 8,271

  固定資産合計 35,614 64.0 36,212 63.6 36,011 64.3

Ⅲ 繰延資産

  社債発行費 40 31 44

  繰延資産合計 40 0.1 31 0.1 44 0.1

   資産合計 55,661 100.0 56,886 100.0 55,961 100.0



 
  

前中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成19年９月30日)

前連結会計年度 
要約連結貸借対照表 
(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

  支払手形及び買掛金 ※６ 7,372 9,420 8,955

  短期借入金 ※2.5 10,000 10,662 9,446

  １年以内償還予定社債 920 995 995

  未払法人税等 91 67 177

  未払消費税等 19 48 ─

  未払退職金 ─ ─ 747

  賞与引当金 447 427 391

  役員賞与引当金 41 69 67

  その他 ※２ 1,465 1,536 1,753

  流動負債合計 20,358 36.6 23,227 40.8 22,535 40.3

Ⅱ 固定負債

  社債 2,960 2,427 2,925

  長期借入金 ※２ 6,797 6,112 5,600

  退職給付引当金 2,386 1,977 2,006

  役員退職慰労引当金 ─ 389 ─

  繰延税金負債 ─ 293 ─

  再評価に係る繰延税金負債 5,458 5,454 5,458

  その他 ※２ 2,055 772 2,037

  固定負債合計 19,658 35.3 17,428 30.6 18,028 32.2

  負債合計 40,016 71.9 40,656 71.5 40,563 72.5

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 3,500 3,500 3,500

 ２ 資本剰余金 934 1,157 1,157

 ３ 利益剰余金 2,815 3,047 1,778

 ４ 自己株式 △730 △221 △221

   株主資本合計 6,519 11.7 7,483 13.2 6,214 11.1

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券評価差額金 1,142 768 1,223

 ２ 繰延ヘッジ損益 △36 △37 △46

 ３ 土地再評価差額金 7,662 7,656 7,662

 ４ 為替換算調整勘定 4 10 3

  評価・換算差額等合計 8,773 15.8 8,398 14.8 8,842 15.8

Ⅲ 少数株主持分 351 0.6 348 0.6 340 0.6

   純資産合計 15,644 28.1 16,230 28.5 15,397 27.5

   負債純資産合計 55,661 100.0 56,886 100.0 55,961 100.0



② 【中間連結損益計算書】 

  

 
  

前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
要約連結損益計算書

(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 18,265 100.0 20,074 100.0 36,008 100.0

Ⅱ 売上原価 14,830 81.2 16,131 80.4 28,966 80.4

  売上総利益 3,434 18.8 3,943 19.6 7,042 19.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 2,918 16.0 3,259 16.2 6,068 16.9

  営業利益 515 2.8 683 3.4 974 2.7

Ⅳ 営業外収益

   受取利息 10 3 30

   受取配当金 16 34 25

   その他 168 195 1.1 201 238 1.2 332 389 1.1

Ⅴ 営業外費用

   支払利息 255 241 495

   受取手形売却損 26 51 61

   持分法による投資損失 687 4 592

   その他 24 993 5.4 61 358 1.8 50 1,199 3.3

  経常利益又は経常損失(△) △282 △1.5 564 2.8 164 0.5

Ⅵ 特別利益

   固定資産売却益 ※２ ― 204 ─

   投資有価証券売却益 ― 2 0

     貸倒引当金戻入益 ─ ─ 74

   特別目的会社清算配当金 ― ― ― 3,616 3,823 19.0 ─ 75 0.2

Ⅶ 特別損失

   固定資産除却損 ※３ 130 143 142

   固定資産売却損 ※４ 637 6 637

   投資有価証券売却損 ※５ 54 ─ 344

   投資有価証券評価損 ─ ─ 3

   会員権評価損 ─ ─ 15

   棚卸評価損 ― 528 71

   停滞品処分損 78 ─ 43

   持分変動損 ― 1 ―

   貸倒引当金繰入額 26 72 ─

   役員退職慰労引当金 
   過年度一括償却額

― 419 ─

   土地開発関連費用 ─ 491 ─

     事業再編に伴う特別損失 ※６ ─ ─ 1,563

   その他の特別損失 ※７ 7 934 5.1 73 1,737 8.7 9 2,832 7.9

  税金等調整前中間純利益 
  又は中間(当期)純損失(△)

△1,216 △6.7 2,650 13.2 △2,593 △7.2

  法人税、住民税及び事業税 63 51 235

  法人税等調整額 △643 △580 △3.2 1,259 1,311 6.6 △1,136 △901 △2.5

  少数株主利益 15 0.1 ─ ─ 4 0.0

  少数株主損失 ─ ─ 10 0.1 ─ ─

  中間純利益又は 
  中間(当期)純損失(△)

△651 △3.6 1,348 6.7 △1,696 △4.7



③ 【中間連結株主資本等変動計算書】 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

 
  

 
  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日残高(百万円) 3,500 487 2,302 △1,302 4,986

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △51 △51

 役員賞与 △58 △58

 土地再評価差額金取崩額 1,275 1,275

 中間純損失 △651 △651

 自己株式の取得 △0 △0

 自己株式の処分 447 456 903

 持分法の適用範囲の変動 115 115

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円)

― 447 513 572 1,532

平成18年９月30日残高(百万円) 3,500 934 2,815 △730 6,519

評価・換算差額等
少数株主 
持分

純資産合計
その他有価証
券評価差額金

繰延ヘッジ
損益

土地再評価
差額金

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高(百万円) 1,869 － 8,938 3 10,810 336 16,133

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △51

 役員賞与 △58

 土地再評価差額金取崩額 1,275

 中間純損失 △651

 自己株式の取得 △0

 自己株式の処分 903

 持分法の適用範囲の変動 115

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額)

△726 △36 △1,275 1 △2,036 15 △2,021

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円)

△726 △36 △1,275 1 △2,036 15 △488

平成18年９月30日残高(百万円) 1,142 △36 7,662 4 8,773 351 15,644



当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

  

 
  

 
  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年３月31日残高(百万円) 3,500 1,157 1,778 △221 6,214

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △88 △88

 土地再評価差額金取崩額 6 6

 中間純利益 1,348 1,348

 自己株式の取得 △0 △0

 持分法の適用範囲の変動 3 3

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円)

─ ─ 1,269 △0 1,269

平成19年９月30日残高(百万円) 3,500 1,157 3,047 △221 7,483

評価・換算差額等
少数株主 
持分

純資産合計
その他有価証
券評価差額金

繰延ヘッジ
損益

土地再評価
差額金

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成19年３月31日残高(百万円) 1,223 △46 7,662 3 8,842 340 15,397

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △88

 土地再評価差額金取崩額 6

 中間純利益 1,348

 自己株式の取得 △0

 持分法の適用範囲の変動 3

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額)

△454 9 △6 6 △444 8 △436

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円)

△454 9 △6 6 △444 8 833

平成19年９月30日残高(百万円) 768 △37 7,656 10 8,398 348 16,230



前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  

 
  

 
  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日残高(百万円) 3,500 487 2,302 △1,302 4,986

連結会計年度中の変動額

 剰余金の配当 △52 △52

 役員賞与 △49 △49

 土地再評価差額金取崩額 1,275 1,275

 当期純損失 △1,696 △1,696

 自己株式の取得 △1 △1

 自己株式の処分 669 959 1,628

 持分法の適用範囲の変動 124 124

連結会計年度中の変動額合計 
(百万円)

― 669 △524 1,081 1,227

平成19年３月31日残高(百万円) 3,500 1,157 1,778 △221 6,214

評価・換算差額等
少数株主 
持分

純資産合計
その他有価証
券評価差額金

繰延ヘッジ
損益

土地再評価
差額金

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高(百万円) 1,869 ─ 8,938 3 10,810 336 16,133

連結会計年度中の変動額

 剰余金の配当 △52

 役員賞与 △49

 土地再評価差額金取崩額 1,275

 当期純損失 △1,696

 自己株式の取得 △1

 自己株式の処分 1,628

 持分法の適用範囲の変動 124

 株主資本以外の項目の連結 
 会計年度中の変動額(純額)

△646 △46 △1,275 0 △1,967 4 △1,963

連結会計年度中の変動額合計  
(百万円)

△646 △46 △1,275 0 △1,967 4 △736

平成19年３月31日残高(百万円) 1,223 △46 7,662 3 8,842 340 15,397



④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  

 
  

前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日

至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日

至 平成19年９月30日)

前連結会計年度

(自 平成18年４月１日

至 平成19年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

 １ 税金等調整前中間純利益又は 

   税金等調整前中間(当期)純損失(△)
△1,216 2,650 △2,593

 ２ 有形固定資産減価償却額 272 315 582

 ３ 特許権・ソフトウェア償却額 13 2 20

 ４ 繰延資産償却額 11 12 21

 ５ のれん償却額 ─ 48 8

 ６ 貸倒引当金の増加額 26 66 221

 ７ 賞与引当金の増加額又は減少額(△) △18 36 △73

 ８ 役員賞与引当金の増加額 41 2 67

 ９ 退職給付引当金の減少額 △58 △37 △437

 10 役員退職慰労引当金の増加額 ─ 389 ─

 11 受取利息及び受取配当金 △27 △37 △56

 12 支払利息 255 241 495

 13 為替差損 1 0 2

 14 持分法による投資損失 687 4 592

 15 有形固定資産売却益 ― △204 ─

 16 有形固定資産除却損 130 143 142

 17 有形固定資産売却損 637 6 637

 18 投資有価証券売却益 ― △2 △0

 19 投資有価証券売却損 54 ─ 344

 20 投資有価証券評価損 ─ ─ 3

 21 会員権評価損 ― ─ 15

 22 特別目的会社清算配当金 ─ △3,616 ─

 23 持分変動損 ─ 1 ─

 24 事業再編に伴う特別損失 ― ─ 726

 25 土地開発関連費用 ─ 491 ─

 26 その他の特別損失 7 31 9

 27 売上債権の増加額 △483 △168 △1,328

 28 たな卸資産の減少額 328 824 121

 29 仕入債務の増加額又は減少額(△) △54 △417 1,532

 30 未払消費税等の増加額 103 103 71

 31 その他資産の増加額(△)又は減少額 △170 231 △230

 32 その他負債の増加額又は減少額(△) 86 △696 828

 33 役員賞与支払額 △58 ─ △49

 34 その他 73 △56 38

     小計 644 367 1,714

 35 利息及び配当金の受取額 27 37 56

 36 利息の支払額 △237 △211 △530

 37 法人税等の支払額 △91 △172 △197

  営業活動によるキャッシュ・フロー 343 20 1,044



 
  

継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事業又は状況 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日

至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日

至 平成19年９月30日)

前連結会計年度

(自 平成18年４月１日

至 平成19年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

 １ 投資有価証券取得による支出 △462 △1 △1,170

 ２ 投資有価証券売却による収入 ― 76 997

 ３ 有形固定資産取得による支出 △2,664 △3,944 △3,296

 ４ 有形固定資産売却による収入 2,155 2,588 2,155

 ５ 無形固定資産取得による支出 △2 ─ △2

 ６ 貸付による支出 △62 △17 △208

 ７ 貸付金回収による収入 126 153 521

 ８ 特別目的会社清算配当収入 ─ 3,362 ─

 ９ その他の増減 △230 △1,030 △106

  投資活動によるキャッシュ・フロー △1,140 1,185 △1,109

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

 １ 短期借入金の純増減額 1,467 1,171 1,322

 ２ 長期借入による収入 1,950 2,000 2,950

 ３ 長期借入金返済による支出 △2,783 △2,265 △5,389

 ４ 社債発行による収入 591 ─ 1,077

 ５ 少数株主からの払込による収入 ─ 3 ─

 ６ 社債償還による支出 △460 △497 △920

 ７ 自己株式売却による収入 903 ─ 1,621

 ８ 自己株式取得による支出 △0 △0 △1

 ９ 親会社による配当金の支払額 △47 △83 △47

 10 少数株主への配当金の支払額 △4 △4 △5

  財務活動によるキャッシュ・フロー 1,616 324 608

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 0 4 △2

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 819 1,836 540

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1,826 2,367 1,826

Ⅶ 新規連結による現金及び現金同等物の増加額 ─ 302 ─

Ⅷ 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 ※１ 2,646 4,203 2,367



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１ 連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社       ７社

ニッピコラーゲン工業㈱、 
㈱ニッピコラーゲン化粧品、 
大鳳商事㈱、大倉フーズ㈱、 
鳳凰事業㈱、㈱ＮＰ越谷加工、 
NIPPI CANADA LIMITED

１ 連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社       ８社

ニッピコラーゲン工業㈱、 
㈱ニッピコラーゲン化粧品、 
大鳳商事㈱、大倉フーズ㈱、 
鳳凰事業㈱、㈱ＮＰ越谷加工、 
NIPPI CANADA LIMITED、 
㈱ニッピ・フジタ

１ 連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社       ７社

ニッピコラーゲン工業㈱、 
㈱ニッピコラーゲン化粧品、 
大鳳商事㈱、大倉フーズ㈱、 
鳳凰事業㈱、㈱ＮＰ越谷加工、
NIPPI CANADA LIMITED

――――――――――  なお、平成19年４月２日、当社で営
む皮革関連製品の販売事業及び持分法
適用関連会社である㈱藤田商店で営む
皮革製品の仕入販売事業を会社分割
し、共同して「㈱ニッピ・フジタ」を
新設、同事業を承継しております。

――――――――――

(2) 非連結子会社      ４社
霓碧(上海)貿易有限公司、  
㈱日本コラーゲン、  
㈱ダイホー、日本皮革㈱

(2) 非連結子会社      ４社
霓碧(上海)貿易有限公司、 
㈱日本コラーゲン、 
㈱ダイホー、日本皮革㈱

(2) 非連結子会社      ４社
霓碧(上海)貿易有限公司、  
㈱日本コラーゲン、  
㈱ダイホー、日本皮革㈱

 非連結子会社はいずれも小規模であ
ると共に売上金額等の諸基準を考慮し
ても、中間連結財務諸表に重要な影響
を及ぼしていないと認められるので連
結範囲から除外しております。
 なお、平成18年８月１日、コラーゲ
ン・ケーシング用原料の一部について
調達、加工及び当社グループへの安定
供給を目的として、「㈱日本コラーゲ
ン」に52％の出資をおこなっておりま
す。
 また、非連結子会社「㈲越谷加工」
は解散手続き中でありましたが、平成
18年８月20日、清算手続きを結了して
おります。

 非連結子会社はいずれも小規模であ
ると共に売上金額等の諸基準を考慮し
ても、中間連結財務諸表に重要な影響
を及ぼしていないと認められるので連
結範囲から除外しております。

――――――――――

 非連結子会社はいずれも小規模であ
ると共に売上金額等の諸基準を考慮し
ても、連結財務諸表に重要な影響を及
ぼしていないと認められるので連結範
囲から除外しております。
 なお、平成18年８月１日、コラーゲ
ン・ケーシング用原料の一部について
調達、加工及び当社グループへの安定
供給を目的として、「㈱日本コラーゲ
ン」に52％の出資をおこなっておりま
す。 
 また、非連結子会社「㈲越谷加工」
は解散手続き中でありましたが、平成
18年８月20日、清算手続きを結了して
おります。

―――――――――― (追加情報)
 当中間連結会計期間より、「一定の
特別目的会社に係る開示に関する適用
指針」（企業会計基準適用指針第15号
平成19年３月29日）を適用しておりま
す。 
 なお、開示対象特別目的会社の概
要、取引の概要及び取引金額等につい
ては、(開示対象特別目的会社関係)に
記載しております。

――――――――――

２ 持分法適用に関する事項
(1) 持分法適用の非連結子会社 ―社

２ 持分法適用に関する事項
(1) 持分法適用の非連結子会社 ―社

２ 持分法適用に関する事項
(1) 持分法適用の非連結子会社 ―社

(2) 持分法適用の関連会社   ４社
㈱リーガルコーポレーション、 
ミツワ産業㈱、㈱ボーグ、 
㈱藤田商店

――――――――――

(2) 持分法適用の関連会社   ４社
㈱リーガルコーポレーション、 
ミツワ産業㈱、㈱ボーグ、 
㈱藤田商店

 なお、㈱藤田商店は、皮革製品の仕
入販売事業を会社分割し、提出会社と
共同して「㈱ニッピ・フジタ」を新
設、同事業を分離しており、平成19年
12月３日特別清算手続を申請し、現
在、清算中であります。

(2) 持分法適用の関連会社   ４社
㈱リーガルコーポレーション、 
ミツワ産業㈱、㈱ボーグ、 
㈱藤田商店

――――――――――

(3) 持分法を適用しない非連結子会
    社及び関連会社      ４社

霓碧(上海)貿易有限公司、 
㈱日本コラーゲン、 
㈱ダイホー、日本皮革㈱

(3) 持分法を適用しない非連結子会
    社及び関連会社      ４社

霓碧(上海)貿易有限公司、 
㈱日本コラーゲン、 
㈱ダイホー、日本皮革㈱

(3) 持分法を適用しない非連結子会
    社及び関連会社      ４社

霓碧(上海)貿易有限公司、 
㈱日本コラーゲン、 
㈱ダイホー、日本皮革㈱

(4) 持分法を適用しない理由
 持分法非適用会社は、それぞれ中間
連結純損益及び中間連結利益剰余金等
に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体
としても重要性がないため、持分法の
適用から除外しております。

(4) 持分法を適用しない理由
同左

(4) 持分法を適用しない理由
 持分法非適用会社は、それぞれ連結
純損益及び連結利益剰余金等に及ぼす
影響が軽微であり、かつ全体としても
重要性がないため、持分法の適用から
除外しております。



  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

３ 連結子会社の中間決算日等に関す
   る事項
 連結子会社の中間決算日は、いずれ
も中間連結財務諸表提出会社と同一で
あります。

３ 連結子会社の中間決算日等に関す
   る事項

同左

３ 連結子会社の決算日等に関する事
   項
 連結子会社の事業年度は、いずれも
連結財務諸表提出会社と同一でありま
す。

４ 会計処理基準に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方
    法
① たな卸資産
 主として総平均法による低価法

４ 会計処理基準に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方
    法
① たな卸資産

同左

４ 会計処理基準に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方
    法
① たな卸資産

同左
② 有価証券
その他有価証券
イ 時価のあるもの
 中間決算末日の市場価格等に基づ
く時価法(評価差額は、全部純資産直
入法により処理し、売却原価は、移
動平均法により算定)

② 有価証券
その他有価証券
イ 時価のあるもの

同左

② 有価証券
その他有価証券
イ 時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時
価法(評価差額は、全部純資産直入法
により処理し、売却原価は、移動平
均法により算定)

ロ 時価のないもの
 移動平均法による原価法

ロ 時価のないもの
同左

ロ 時価のないもの
同左

③ デリバティブ
 時価法

③ デリバティブ
同左

③ デリバティブ
同左

(2) 重要な減価償却資産の減価償却
    の方法
① 有形固定資産
 主として定率法によっております。
 なお、耐用年数及び残存価額につ
いては法人税法に規定する方法と同
一の基準によっております。
 ただし、平成10年４月１日以降に
取得した建物(建物付属設備は除く)
については耐用年数を短縮した定額
法によっております。
 また、平成10年３月31日以前に取
得した既存の建物は従来の耐用年数
を継続適用した定率法及び一部の賃
貸物件については従来の耐用年数を
継続適用した定額法によっておりま
す。
 なお、取得価額10万円以上20万円
未満の少額減価償却資産について
は、主として定率法によっておりま
す。

(2) 重要な減価償却資産の減価償却
    の方法
① 有形固定資産

同左

(2) 重要な減価償却資産の減価償却
    の方法
① 有形固定資産

同左

―――――――――― (会計方針の変更)
 法人税法の改正((所得税法等の一部
を改正する法律 平成19年３月30日
法律第６号)及び(法人税法施行令の一
部を改正する政令 平成19年３月30日
政令第83号))に伴い、当中間連結会計
期間から、平成19年４月１日以降に取
得したものについては、改正後の法人
税法に基づく方法に変更しておりま
す。
 なお、この変更による損益に与える
影響は軽微であります。
(追加情報)

 当中間連結会計期間から、平成19年
３月31日以前に取得したものについて
は、償却可能限度額まで償却が終了し
た翌年から５年間で均等償却する方法
によっております。
 この結果、従来と同一の方法を採用
した場合と比べ、営業利益、経常利益
及び税金等調整前中間純利益は41百万
円減少しております。
 なお、セグメント情報に与える影響
については、当該箇所に記載しており
ます。

――――――――――



 

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

② 無形固定資産
 定額法によっております。
 ただし、ソフトウェア(自社利用
分)については、社内における利用可
能期間(５年)に基づく定額法によっ
ております。

② 無形固定資産
同左

② 無形固定資産
同左

(3) 重要な繰延資産の計上基準
① 社債発行費
 会社法施行以前に発生した社債発
行費は、商法施行規則に基づく 長
期間(３年)に亘り毎期均等償却を行
っております。ただし、社債発行日
から３年以内に償還期限の到来する
ものはその期限内で均等償却を行っ
ております。
 会社法施行以降に発生した社債発
行費は償還期間に亘り定額法により
償却しております。

(3) 重要な繰延資産の計上基準
① 社債発行費

同左

(3) 重要な繰延資産の計上基準
① 社債発行費
 会社法施行以前に発生した社債発
行費は、商法施行規則に基づく 長
期間(３年)に亘り毎期均等償却を行
っております。ただし、社債発行日
から３年以内に償還期限の到来する
ものはその期限内で均等償却を行っ
ております。
 会社法施行以降に発生した社債発
行費は償還期間に亘り定額法により
償却しております。

(会計方針の変更)
 当中間連結会計期間から、「繰延資
産の会計処理に関する当面の取扱い」
(企業会計基準委員会 平成18年８月
11日 実務対応報告第19号)を適用し
ております。
 なお、この変更による損益に与える
影響は軽微であります。

―――――――――― (会計方針の変更)
 当連結会計年度から、「繰延資産の
会計処理に関する当面の取扱い」(企
業会計基準委員会 平成18年８月11日
実務対応報告第19号)を適用しており
ます。
 なお、この変更による損益に与える
影響は軽微であります。

(4) 重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金
 債権の貸倒れによる損失に備える
ため、回収不能見込額を計上してお
ります。

(4) 重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金

同左

(4) 重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金

同左

イ 一般債権
 貸倒実績率法

イ 一般債権
同左

イ 一般債権
同左

ロ 貸倒懸念債権及び破産更生債権
 財務内容評価法

ロ 貸倒懸念債権及び破産更生債権
同左

ロ 貸倒懸念債権及び破産更生債権
同左

② 賞与引当金
 従業員に対して支給する賞与の支
出に充てるため支給見込額に基づき
計上しております。

② 賞与引当金
同左

② 賞与引当金
同左

③ 役員賞与引当金
 役員に対して支給する賞与の支出
に充てるため、支給見込額に基づき
計上しております。

③ 役員賞与引当金
同左

③ 役員賞与引当金
 役員に対して支給する賞与の支出
に充てるため、支給見込み額に基づ
き、当連結会計年度に見合う分を計
上しております。

(会計方針の変更)
 当中間連結会計期間より「役員賞与
に関する会計基準」(企業会計基準委
員会 平成17年11月29日 企業会計基
準第４号)を適用しております。
 これにより営業利益は41百万円減少
し、経常損失及び税金等調整前中間純
損失は41百万円増加しております。
 なお、セグメント情報に与える影響
は当該箇所に記載しております。

―――――――――― (会計方針の変更)
 当連結会計年度より「役員賞与に関
する会計基準」(企業会計基準委員会
平成17年11月29日 企業会計基準第４
号)を適用しております。
 これにより営業利益及び経常利益は
67百万円減少し、税金等調整前当期純
損失は67百万円増加しております。
 なお、セグメント情報に与える影響
は当該箇所に記載しております。

④ 退職給付引当金
 従業員の退職給付に備えるため、
当連結会計年度末における退職給付
債務及び年金資産の見込額に基づ
き、当中間連結会計期間末において
発生していると認められる額を計上
しております。
 数理計算上の差異については、各
連結会計年度の発生時の従業員の平
均残存勤務期間以内の一定の年数(15
年)の定率法による按分額をそれぞれ
発生の翌連結会計年度より費用処理
しております。

④ 退職給付引当金
同左

④ 退職給付引当金
 従業員の退職給付に備えるため、
当連結会計年度末における退職給付
債務及び年金資産の見込額に基づ
き、当連結会計年度末において発生
していると認められる額を計上して
おります。
 数理計算上の差異については、各
連結会計年度の発生時の従業員の平
均残存勤務期間以内の一定の年数(15
年)の定率法による按分額をそれぞれ
発生の翌連結会計年度より費用処理
しております。



  

 

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

―――――――――― ⑤ 役員退職慰労引当金
 当社及び主要な連結子会社の役員
の退職慰労金の支出に備えるため、
役員退職慰労金内規に基づく中間期
末要支給額を計上しております。

――――――――――

―――――――――― (会計方針の変更)
当社及び主要な連結子会社の役員退職
慰労金は、従来、支出時の費用として
処理しておりましたが、当中間連結会
計期間より「租税特別措置法上の準備
金及び特別法上の引当金又は準備金並
びに役員退職慰労引当金等に関する監
査上の取扱い」(日本公認会計士協会
平成19年４月13日 監査・保証実務委
員会報告第42号)を適用し、内規を基
礎とした中間期末要支給額を役員退職
慰労引当金として計上する方法に変更
しております。
 この変更により、当中間連結会計期
間の発生額16百万円は販売費及び一般
管理費へ、過年度分相当額419百万円
は特別損失に計上しております。 
 この結果、従来と同一の方法を採用
した場合と比べ、営業利益及び経常利
益は16百万円、税金等調整前中間純利
益は435百万円減少しております。
 なお、セグメント情報に与える影響
については、当該箇所に記載しており
ます。

――――――――――

(5) 重要な外貨建の資産又は負債の
    本邦通貨への換算の基準
 外貨建金銭債権債務は、中間連結決
算日の直物為替相場により円貨に換算
し、換算差額は損益として処理してお
ります。なお、在外子会社等の資産、
負債、収益及び費用は、中間連結決算
日の直物為替相場により円貨に換算
し、換算差額は純資産の部における為
替換算調整勘定及び少数株主持分に含
めております。

(5) 重要な外貨建の資産又は負債の
    本邦通貨への換算の基準

同左

(5) 重要な外貨建の資産又は負債の
    本邦通貨への換算の基準
 外貨建金銭債権債務は、連結決算日
の直物為替相場により円貨に換算し、
換算差額は損益として処理しておりま
す。なお、在外子会社等の資産、負
債、収益及び費用は、連結決算日の直
物為替相場により円貨に換算し、換算
差額は純資産の部における為替換算調
整勘定及び少数株主持分に含めており
ます。

(6) 重要なリース取引の処理方法
 リース物件の所有権が借主に移転す
ると認められるもの以外のファイナン
ス・リース取引については、通常の賃
貸借取引に係る方法に準じた会計処理
によっております。

(6) 重要なリース取引の処理方法
同左

(6) 重要なリース取引の処理方法
同左

(7) 重要なヘッジ会計の方法
① 繰延ヘッジ等のヘッジ会計の方法
 繰延ヘッジ処理によっておりま
す。
 さらに、特例処理の要件を満たす

金利スワップについては、特例処理

を採用しております。

(7) 重要なヘッジ会計の方法
① 繰延ヘッジ等のヘッジ会計の方法

同左

(7) 重要なヘッジ会計方針
① 繰延ヘッジ等のヘッジ会計の方法

同左

② ヘッジ手段とヘッジ対象 
イ ヘッジ手段
 デリバティブ取引(金利スワップ取

引、金利キャップ取引、為替予約取

引)

② ヘッジ手段とヘッジ対象 
イ ヘッジ手段
 デリバティブ取引(金利スワップ取

引、金利キャップ取引、為替予約取

引、通貨オプション取引)

② ヘッジ手段とヘッジ対象 
イ ヘッジ手段

同左

ロ ヘッジ対象
 相場変動等による損失の可能性が

あり、相場変動等が評価に反映され

ないもの及びキャッシュ・フローが

固定されその変動が回避されるも

の。

ロ ヘッジ対象
同左

ロ ヘッジ対象
同左



  

 

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

③ ヘッジ方針
 相場変動等による損失の可能性が
極めて高いと判断した場合及びキャ
ッシュ・フローの固定を必要と判断
した場合に取締役会の承認を得てヘ
ッジ目的でデリバティブ取引を行っ
ております。

③ ヘッジ方針
同左

③ ヘッジ方針
同左

④ ヘッジの有効性評価の方法
 ヘッジ対象のキャッシュ・フロー
変動の累計又は相場変動とヘッジ手
段のキャッシュ・フロー変動の累計
又は相場変動を半期毎に比較し、両
者の変動額等を基礎にして、ヘッジ
の有効性を評価しております。ただ
し、特例処理による金利スワップに
ついては、有効性の評価を省略して
おります。

④ ヘッジの有効性評価の方法
同左

④ ヘッジの有効性評価の方法
 ヘッジ手段の有効性(特例処理に該
当するものは除く)を定期的に確認し
ております。

⑤ その他のリスク管理方法のうちヘ
  ッジ会計に係るもの
 ヘッジ対象、ヘッジ手段は取締役
会で決定され、決定事項の実行、報
告及び管理は経理部が行っておりま
す。経理部長はヘッジの有効性を判
断し、有効性について疑義がある場
合は取締役会に報告しております。

⑤ その他のリスク管理方法のうちヘ
   ッジ会計に係るもの

同左

⑤ その他のリスク管理方法のうちヘ
   ッジ会計に係るもの

同左

(8) その他中間連結財務諸表作成のた
    めの重要な事項
① 消費税等の会計処理
 消費税及び地方消費税の会計処理
は税抜方式を採用しております。

(8) その他中間連結財務諸表作成のた
    めの重要な事項
① 消費税等の会計処理

同左

(8) その他連結財務諸表作成のための
    重要な事項
① 消費税等の会計処理

同左

５ 中間連結キャッシュ・フロー計算
   書における資金の範囲
 中間連結キャッシュ・フロー計算書
における資金(現金及び現金同等物)
は、手許現金、随時引き出し可能な預
金及び容易に換金可能で、かつ、価値
変動について僅少なリスクしか負わな
い取得日から３ヶ月以内に償還期限の
到来する短期投資としております。

５ 中間連結キャッシュ・フロー計算
   書における資金の範囲

同左

５ 連結キャッシュ・フロー計算書に
   おける資金の範囲
 連結キャッシュ・フロー計算書にお
ける資金(現金及び現金同等物)は、手
許現金、随時引き出し可能な預金及び
容易に換金可能で、かつ、価値変動に
ついて僅少なリスクしか負わない取得
日から３ヶ月以内に償還期限の到来す
る短期投資としております。

 



(会計処理の変更) 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(貸借対照表の純資産の部の表示に関

 する会計基準等)

 当中間連結会計期間から「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計基

準」(企業会計基準委員会 平成17年

12月９日 企業会計基準第５号)及び

「貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準等の適用指針」(企業会

計基準委員会 平成17年12月９日 企

業会計基準適用指針第８号)を適用し

ております。

 これによる損益に与える影響はあり

ません。

 なお、従来の「資本の部」の合計に

相当する金額は15,329百万円でありま

す。

 中間連結財務諸表規則の改正によ

り、当中間連結会計期間における中間

連結財務諸表は、改正後の中間連結財

務諸表規則により作成しております。

 なお、前中間連結会計期間において

「資産の部」に表示しておりました

「繰延ヘッジ損失(又は繰延ヘッジ利

益)」は、当中間連結会計期間から税

効果調整後の金額を「評価・換算差額

等」の内訳科目の「繰延ヘッジ損益」

として表示しております。

 これにより、前中間連結会計期間の

繰延ヘッジ損失について、当中間連結

会計期間と同様の方法によった場合の

金額は75百万円であります。

 

―――――――――― (貸借対照表の純資産の部の表示に関

 する会計基準等)

 当連結会計年度から「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準」

(企業会計基準委員会 平成17年12月

９日 企業会計基準第５号)及び「貸

借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準等の適用指針」(企業会計基

準委員会 平成17年12月９日 企業会

計基準適用指針第８号)を適用してお

ります。

 これによる損益に与える影響はあり

ません。

 なお、従来の「資本の部」の合計に

相当する金額は15,103百万円でありま

す。

 連結財務諸表規則の改正により、当

連結会計年度における連結財務諸表

は、改正後の連結財務諸表規則により

作成しております。

 なお、前連結会計年度において「資

産の部(又は負債の部)に表示しており

ました「繰延ヘッジ損失(又は繰延ヘ

ッジ利益)」は、当連結会計年度から

税効果調整後の金額を「評価・換算差

額等」の内訳科目の「繰延ヘッジ損

益」として表示しております。

 これにより、前連結会計年度の繰延

ヘッジ損失(又は繰延ヘッジ利益)につ

いて、当連結会計年度と同様の方法に

よった場合の金額は△44百万円であり

ます。

(自己株式及び準備金の額の減少等に

 関する会計基準等の一部改正)

 当中間連結会計期間から、改正後の

「自己株式及び準備金の額の減少等に

関する会計基準」(企業会計基準委員

会 終改正平成18年８月11日 企業

会計基準第１号)及び「自己株式及び

準備金の額の減少等に関する会計基準

の適用指針」(企業会計基準委員会 

終改正平成18年８月11日 企業会計

基準適用指針第２号)を適用しており

ます。

 これによる損益に与える影響はあり

ません。

 中間連結財務諸表規則の改正によ

り、当中間連結会計期間における中間

連結財務諸表は、改正後の中間連結財

務諸表規則により作成しております。

―――――――――― (自己株式及び準備金の額の減少等に

関する会計基準等の一部改正)

 当連結会計年度から、改正後の「自

己株式及び準備金の額の減少等に関す

る会計基準」(企業会計基準委員会

終改正平成18年８月11日 企業会計

基準第１号)及び「自己株式及び準備

金の額の減少等に関する会計基準の適

用指針」(企業会計基準委員会 終

改正平成18年８月11日 企業会計基準

適用指針第２号)を適用しておりま

す。

 これによる損益に与える影響はあり

ません。

 連結財務諸表規則の改正により、当

連結会計年度における連結財務諸表

は、改正後の連結財務諸表規則により

作成しております。



注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末 

(平成19年９月30日)

前連結会計年度末 

(平成19年３月31日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

16,253百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

13,370百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

14,209百万円

※２ 担保資産

預金 112百万円

受取手形 469 〃

土地 20,810 〃

建物及び構築物 3,583 〃

機械及び装置 672 〃

投資有価証券 4,361 〃

計 30,009 〃

※２ 担保資産

預金 112百万円

受取手形 858 〃

土地 19,632 〃

建物及び構築物 4,052 〃

機械及び装置 661 〃

投資有価証券 2,674 〃

計 27,991 〃

※２ 担保資産

預金 112百万円

受取手形 755 〃

土地 20,902 〃

建物及び構築物 4,754 〃

機械及び装置 755 〃

投資有価証券 3,914 〃

計 31,194 〃

   担保付債務

短期借入金 5,030百万円

長期借入金 6,082 〃 

建築協力金 1,440 〃

預かり敷金 615 〃

計 13,168 〃
 

   担保付債務

短期借入金 3,227百万円

長期借入金 5,704 〃

預かり敷金 611 〃

計 9,543 〃

   担保付債務

短期借入金 4,144百万円

長期借入金 5,398 〃

建築協力金 1,440 〃

預かり敷金 615 〃

計 11,599 〃

 ３ 偶発債務

 連結子会社以外の会社の金融機関か

らの借入金に対し、次のとおり債務保

証を行っております。

㈱ボーグ 313百万円

大阪市難波土地 

区画整理組合
228 〃

従業員 6 〃

計 548 〃

 

 ３ 偶発債務

 連結子会社以外の会社の金融機関か

らの借入金に対し、次のとおり債務保

証を行っております。

㈱ボーグ 341百万円

従業員 5 〃

計 347 〃

 ３ 偶発債務

 連結子会社以外の会社の金融機関か

らの借入金に対し、次のとおり債務保

証を行っております。

㈱ボーグ 322百万円

大阪市難波土地 

区画整理組合
241 〃

従業員 6 〃

計 570 〃

※４ 手形割引高及び裏書譲渡高

受取手形割引高 1,219百万円

受取手形裏書譲渡高 361百万円

※４ 手形割引高及び裏書譲渡高

受取手形割引高 1,763百万円

受取手形裏書譲渡高 313百万円

※４ 手形割引高及び裏書譲渡高

受取手形割引高 1,299百万円

受取手形裏書譲渡高 323百万円

―――――――――― ※５ コミットメントライン契約

 運転資金の必要調達額の確保及び効

率的資金運用を行うため取引銀行８行

と短期コミットメントラインの設定契

約を締結しております。  

 当中間連結会計期間末におけるコミ

ットメントラインに係る借入未実行残

高等は次のとおりです。

コミットメント 

ラインの総額
5,400百万円

借入実行残額 2,400 〃 

差引額 3,000 〃

※５ コミットメントライン契約

 運転資金の必要調達額の確保及び効

率的資金運用を行うため取引銀行８行

と短期コミットメントラインの設定契

約を締結しております。  

 当連結会計年度末におけるコミット

メントラインに係る借入未実行残高等

は次のとおりです。 

コミットメント 

ラインの総額
5,400百万円

借入実行残額 ─ 〃

差引額 5,400 〃

※６ 中間連結会計期間末日満期手形

 中間連結会計期間末日満期手形の会

計処理については、手形交換日をもっ

て決済処理しております。なお、当中

間連結会計期間末日が金融機関の休日

であったため、次の中間連結会計期間

末日満期手形が、中間連結会計期間末

残高に含まれております。

受取手形 17百万円

支払手形 195百万円

※６ 中間連結会計期間末日満期手形

 中間連結会計期間末日満期手形の会

計処理については、手形交換日をもっ

て決済処理しております。なお、当中

間連結会計期間末日が金融機関の休日

であったため、次の中間連結会計期間

末日満期手形が、中間連結会計期間末

残高に含まれております。

受取手形 116百万円

支払手形 44百万円

※６ 連結会計年度末日満期手形

 連結会計年度末日満期手形の会計処

理については、手形交換日をもって決

済処理しております。なお、当連結会

計年度末日が金融機関の休日であった

ため、次の連結会計年度末日満期手形

が、連結会計年度末残高に含まれてお

ります。

受取手形 144百万円

支払手形 39百万円



(中間連結損益計算書関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

※１ 販売費及び一般管理費の主な内訳

給与手当 668百万円

賞与引当金繰入額 163 〃

法定福利費 102 〃

包装運搬費 275 〃

広告宣伝費 392 〃

通信費 76 〃

販売促進費 178 〃

減価償却費 40 〃

※１ 販売費及び一般管理費の主な内訳

給与手当 679百万円

賞与引当金繰入額 188 〃

法定福利費 115 〃

包装運搬費 325 〃

広告宣伝費 444 〃

通信費 53 〃

販売促進費 203 〃

減価償却費 57 〃

※１ 販売費及び一般管理費の主な内訳

給与手当 1,275百万円

賞与引当金繰入額 159 〃

法定福利費 218 〃

包装運搬費 608 〃

広告宣伝費 877 〃

通信費 154 〃

販売促進費 391 〃

減価償却費 97 〃

―――――――――― ※２ 固定資産売却益の内訳

建物及び構築物 76百万円

機械装置及び運搬具 0 〃

土地 128 〃

計 204 〃

――――――――――

※３ 固定資産除却損の内訳

建物及び構築物 114百万円

機械装置及び運搬具 1 〃

備品 4 〃

取壊・解体費他 4 〃

ソフトウェア 4 〃

計 130 〃
 

※３ 固定資産除却損の内訳

建物及び構築物 69百万円

機械装置及び運搬具 69 〃

工具器具備品 0 〃

取壊・解体費他 3 〃

計 143 〃
 

※３ 固定資産除却損の内訳

建物及び構築物 122百万円

機械装置及び運搬具 10 〃

取壊・解体費他 9 〃

計 142 〃

 

※４ 固定資産売却損の内訳

土地 637百万円

※４ 固定資産売却損の内訳

土地 5百万円

機械装置及び運搬具 0 〃

計 6 〃

 

※４ 固定資産売却損の内訳

土地 637百万円

―――――――――― ―――――――――― ※５ 投資有価証券売却損の内訳

関係会社株式 344百万円

―――――――――― ―――――――――― ※６ 事業再編に伴う特別損失の内訳

固定資産除却損 718百万円

早期退職割増金 396 〃

製品等処分損 144 〃

貸倒繰入損 296 〃

その他 8 〃

計 1,563 〃

 

※７ その他の特別損失の内訳

開発地域負担金等 6百万円

その他 0 〃

計 7 〃

 

※７ その他の特別損失の内訳

再開発地域負担金等 21百万円

過年度控除外消費税 28 〃

創立100周年費用 12 〃

その他 11 〃

計 73 〃

 

※７ その他の特別損失の内訳

再開発地域負担金等 9百万円



(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

  
前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 
１ 発行済株式に関する事項 

 
  

２ 自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

単元未満株式の買取りによる増加       346株 

減少数の主な内訳は、次の通りであります。 

単元株式の処分による減少       1,182,000株 

持分法の適用範囲の変動による減少    385,511株 
  

３ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  

(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間後となるもの 

該当事項はありません。 

  

当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 
１ 発行済株式に関する事項 

 
  

２ 自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

単元未満株式の買取りによる増加       637株 
  
３ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  

(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間後となるもの 

該当事項はありません。 

  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 12,000,000 ― ― 12,000,000

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 3,588,188 346 1,567,511 2,021,023

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月28日 
定時株主総会

普通株式 59 5 平成18年３月31日 平成18年６月28日

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 12,000,000 ― ― 12,000,000

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 694,559 637 ─ 695,196

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月28日 
定時株主総会

普通株式 83 7 平成19年３月31日 平成19年６月29日



次へ 

前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 
１ 発行済株式に関する事項 

 
  

２ 自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

単元未満株式の買取りによる増加      2,308株 

減少数の主な内訳は、次の通りであります。 

単元株式の処分による減少       2,481,000株 

持分法の適用範囲の変動による減少    414,937株 
  
３ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 
  

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

 
  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 12,000,000 ― ― 12,000,000

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 3,588,188 2,308 2,895,937 694,559

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月28日 
定時株主総会

普通株式 59 5 平成18年３月31日 平成18年６月29日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成19年６月28日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 83 7 平成19年３月31日 平成19年６月29日

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

※１現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間連結貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 2,709百万円

計 2,709 〃

預入期間が３ヶ月 

を超える定期預金
△63 〃

現金及び現金同等物 2,646 〃

※１現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間連結貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 4,266百万円

計 4,266 〃

預入期間が３ヶ月 

を超える定期預金
△63 〃

現金及び現金同等物 4,203 〃

※１現金及び現金同等物の期末残高と

連結貸借対照表に掲記されている

科目の金額との関係

現金及び預金勘定 2,430百万円

計 2,430 〃

預入期間が３ヶ月 

を超える定期預金
△63 〃

現金及び現金同等物 2,367 〃



(リース取引関係) 

 
  

前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日

至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日

至 平成19年９月30日)

前連結会計年度

(自 平成18年４月１日

至 平成19年３月31日)

 リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引

(借手側)

１ リース物件の取得価額相当額、減価

   償却累計額相当額及び中間期末残高

   相当額

取得価額 

相当額※ 

(百万円)

減価償却 

累計額 

相当額 

(百万円)

中間期末

残高 

相当額 

(百万円)

機械及び

運搬具
2,509 573 1,936

器具備品 223 118 106

合計 2,733 691 2,043

 リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引

(借手側)

１ リース物件の取得価額相当額、減価

   償却累計額相当額及び中間期末残高

   相当額

取得価額

相当額※

(百万円)

減価償却

累計額 

相当額 

(百万円)

中間期末

残高 

相当額 

(百万円)

機械及び

運搬具
2,501 886 1,614

器具備品 290 163 127

合計 2,791 1,050 1,742

 リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引

(借手側)

１ リース物件の取得価額相当額、減価

   償却累計額相当額及び期末残高相当

   額

取得価額 

相当額※ 

(百万円)

減価償却 

累計額 

相当額 

(百万円)

期末残高

相当額 

(百万円)

機械及び

運搬具
2,522 740 1,780

器具備品 273 141 133

合計 2,795 882 1,914

 

２ 未経過リース料中間期末残高相当額

１年内 373百万円

１年超 1,669 〃

合計※ 2,043 〃

※取得価額相当額及び未経過リース料

中間期末残高相当額は有形固定資産

の中間期末残高等に占める未経過リ

ース料中間期末残高の割合が低いた

め、「支払利子込み法」により算定

しております。

 

２ 未経過リース料中間期末残高相当額

１年内 380百万円

１年超 1,361 〃

合計※ 1,742 〃

※取得価額相当額及び未経過リース料

中間期末残高相当額は有形固定資産

の中間期末残高等に占める未経過リ

ース料中間期末残高の割合が低いた

め、「支払利子込み法」により算定

しております。

 

２ 未経過リース料期末残高相当額

１年内 380百万円

１年超 1,534 〃

合計※ 1,914 〃

※取得価額相当額及び未経過リース料

期末残高相当額は有形固定資産の期

末残高等に占める未経過リース料期

末残高の割合が低いため、「支払利

子込み法」により算定しておりま

す。

３ 支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 186百万円

減価償却費相当額 186百万円

３ 支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 194百万円

減価償却費相当額 194百万円

３ 支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 377百万円

減価償却費相当額 377百万円

４ 減価償却費相当額の算定方法

 リース期間を耐用年数とし、残存価

額を零とする定額法によっておりま

す。

４ 減価償却費相当額の算定方法

 リース期間を耐用年数とし、残存価

額を零とする定額法によっておりま

す。

４ 減価償却費相当額の算定方法

 リース期間を耐用年数とし、残存価

額を零とする定額法によっておりま

す。

(貸手側)

５ 賃貸物件の取得価額、減価償却累計

額及び中間期末残高

取得価額 

(百万円)

減価償却 

累計額 

(百万円)

中間 

期末残高

(百万円)

建物 418 115 302

構築物 54 29 24

合計 472 145 327

(貸手側)

   ───────────

(貸手側)

５ 賃貸物件の取得価額、減価償却累計

額及び期末残高

取得価額 

(百万円)

減価償却 

累計額 

(百万円)

期末残高

(百万円)

建物 429 123 306

構築物 54 31 23

合計 428 154 329

 

６ 未経過賃貸料中間期末残高相当額

１年内 107百万円

１年超 107 〃

合計※ 215 〃

※合計額は２年分の未経過賃貸料を表

示しております。

   ───────────

  

  なお、当該賃貸用物件は、平成19

年９月28日、土地（11,667㎡）と併

せて売却しております。

 

６ 未経過賃貸料期末残高相当額

１年内 101百万円

１年超 101 〃

合計※ 202 〃

※合計額は２年分の未経過賃貸料を表

示しております。

７ 受取賃貸料及び減価償却費

受取賃貸料 53百万円

減価償却費 9百万円

７ 受取賃貸料及び減価償却費

受取賃貸料 31百万円

減価償却費 9百万円

７ 受取賃貸料及び減価償却費

受取賃貸料 107百万円

減価償却費 18百万円

８ 利息相当額の算定方法

 未経過賃貸料中間期末残高及び見積

残存価額の残高の合計額が営業債権の

中間期末残高等に占める割合が低いた

め、「受取利子込み法」により算定し

ております。

８ 利息相当額の算定方法

 未経過賃貸料中間期末残高及び見積

残存価額の残高の合計額が営業債権の

中間期末残高等に占める割合が低いた

め、「受取利子込み法」により算定し

ております。

８ 利息相当額の算定方法

 未経過賃貸料期末残高及び見積残存

価額の残高の合計額が営業債権の期末

残高等に占める割合が低いため、「受

取利子込み法」により算定しておりま

す。



(有価証券関係) 

前中間連結会計期間末(平成18年９月30日) 
 １ 時価のある有価証券 

 
  

 ２ 時価評価されていない主な有価証券 

 
(注)  当中間連結会計期間において、その他有価証券で時価のある株式について減損処理は行っておりません。 

 なお、当該株式の減損にあっては、個別銘柄毎に当中間連結会計期間における最高値・最安値と帳簿価格と

の乖離状況等保有有価証券の時価水準を把握するとともに発行体の外部信用格付や公表財務諸表ベースでの各

種財務比率の検討等により信用リスクの定量評価を行い、総合的に判断しております。 

  

当中間連結会計期間末(平成19年９月30日) 
 １ 時価のある有価証券 

 
  

 ２ 時価評価されていない主な有価証券 

 
(注)  当中間連結会計期間において、その他有価証券で時価のある株式について減損処理は行っておりません。 

 なお、当該株式の減損にあっては、個別銘柄毎に当中間連結会計期間における最高値・最安値と帳簿価格と

の乖離状況等保有有価証券の時価水準を把握するとともに発行体の外部信用格付や公表財務諸表ベースでの各

種財務比率の検討等により信用リスクの定量評価を行い、総合的に判断しております。 

  

前連結会計年度末(平成19年３月31日) 
 １ 時価のある有価証券 

 
  

 ２ 時価評価されていない主な有価証券 

 
(注) 当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式について減損処理を行なっておりません。 

なお、下落率が30～50％の株式の減損にあっては個別銘柄毎に、当連結会計年度における最高値・最安値と帳

簿価格との乖離状況等保有有価証券の時価水準を把握するとともに発行体の外部信用格付や公表財務諸表ベー

スでの各種財務比率の検討等により信用リスクの定量評価を行い、総合的に判断しております。 

  

区分 取得原価(百万円)
中間連結貸借対照表計上額

(百万円)
差額(百万円)

 (1) その他有価証券

 ① 株式 1,201 3,311 2,109

計 1,201 3,311 2,109

内容
中間連結貸借対照表計上額

(百万円)

 (1) その他有価証券

 ① 非上場株式 395

計 395

区分 取得原価(百万円)
中間連結貸借対照表計上額

(百万円)
差額(百万円)

 (1) その他有価証券

 ① 株式 1,838 2,982 1,144

計 1,838 2,982 1,144

区分
中間連結貸借対照表計上額

(百万円)

 (1) その他有価証券

 ① 非上場株式 463

計 463

区分 取得原価(百万円)
連結貸借対照表計上額

(百万円)
差額(百万円)

 (1) その他有価証券

 ① 株式 1,836 3,633 1,797

計 1,836 3,633 1,797

区分
連結貸借対照表計上額 

(百万円)

 (1) その他有価証券

 ① 非上場株式 451

計 451



(デリバティブ取引関係) 

前中間連結会計期間末(平成18年９月30日) 
該当事項はありません。 
 なお、当社グループが行っているデリバティブ取引はすべてヘッジ会計が適用されておりますので注記の対象

から除いております。 

  
当中間連結会計期間末(平成19年９月30日) 
該当事項はありません。 
 なお、当社グループが行っているデリバティブ取引はすべてヘッジ会計が適用されておりますので注記の対象

から除いております。 

  
前連結会計年度末(平成19年３月31日) 
該当事項はありません。 
 なお、当社グループが行っているデリバティブ取引はすべてヘッジ会計が適用されておりますので注記の対象

から除いております。 

  

(ストック・オプション等関係) 

前中間連結会計期間(自平成18年４月１日 至平成18年９月30日) 
該当事項はありません。 

  
当中間連結会計期間(自平成19年４月１日 至平成19年９月30日) 
該当事項はありません。 

  
前連結会計年度(自平成18年４月１日 至平成19年３月31日) 
該当事項はありません。 

  



(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自平成18年４月１日 至平成18年９月30日) 

 
  

当中間連結会計期間(自平成19年４月１日 至平成19年９月30日) 

 
  

前連結会計年度(自平成18年４月１日 至平成19年３月31日) 

 
(注) １ 事業区分は売上集計区分によっております。 

２ 各事業の主な製品 
(1) 皮革関連事業   靴用革、鞄用革、車両用革、その他皮革製品 
(2) 非皮革関連事業 ①ゼラチン関連事業…ゼラチン(写真用、食品用、工業用)、ペプタイド(医療用、食品用)

 ②コラーゲン関連事業…ソーセージケーシング、コラーゲン化粧品、健康食品 
(3) その他事業    不動産賃貸、化成品、リンカー、農産及び食材関連貿易、その他 
３  前中間連結会計期間における営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は549

百万円であり、親会社本社の総務部門等管理部門に係る費用であります。 
 当中間連結会計期間における営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は643
百万円であり、親会社本社の総務部門等管理部門に係る費用であります。 
 前連結会計年度における営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は1,235百
万円であり、親会社本社の総務部門等管理部門に係る費用であります。 

４  「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ４ 会計処理基準に関する事項 (4) 重要な引
当金の計上基準 ③ 役員賞与引当金(会計方針の変更)」に記載の通り、前中間連結会計期間から「役員賞
与に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成17年11月29日 企業会計基準第４号)を適用しておりま
す。これにより、従来の方法によった場合に比べ、前中間連結会計期間における営業費用は「非皮革部門事
業」が8百万円、「その他事業」が14百万円、「全社」が19百万円増加し、営業利益がそれぞれ同額減少し
ております。 

   「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ４会計処理基準に関する事項 (4)重要な引当金の計
上基準 ③役員賞与引当金(会計方針の変更)」に記載の通り、前連結会計年度から「役員賞与に関する会計
基準」(企業会計基準委員会 平成17年11月29日 企業会計基準第４号)を適用しております。これにより、
従来の方法によった場合に比べ、前連結会計年度における営業費用は「非皮革部門事業」が12百万円、「そ
の他事業」が16百万円、「全社」が38百万円増加し、営業利益がそれぞれ同額減少しております。 

５  「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ４ 会計処理基準に関する事項 (4) 重要な引
当金の計上基準 ⑤ 役員退職慰労引当金(会計方針の変更)」に記載の通り、当中間連結会計期間から「租
税特別措置法上の準備金及び特別法上の引当金又は準備金並びに役員退職慰労引当金等に関する監査上の取
扱い」(日本公認会計士協会 平成19年４月13日 監査・保証実務委員会報告第42号)を適用し、内規を基礎
とした期末要支給額を役員退職慰労引当金として計上する方法に変更しております。これにより、従来の方
法によった場合に比べ、当中間連結会計期間における営業費用は「皮革関連事業」が1百万円、「非皮革部
門事業」が1百万円、「その他事業」が1百万円、「全社」が12百万円増加し、営業利益がそれぞれ同額減少
しております。 

６  「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ４ 会計処理基準に関する事項 (2) 重要な減
価償却資産の減価償却の方法 ① 有形固定資産(追加情報)」に記載の通り、当中間連結会計期間から、平
成19年３月31日以前に取得したものについては、償却可能限度額まで償却が終了した翌年から５年間で均等
償却する方法によっております。これにより、従来の方法によった場合に比べ、当中間連結会計期間におけ
る営業費用は「皮革関連事業」が0百万円、「非皮革部門事業」が37百万円、「その他事業」が0百万円、
「全社」が2百万円増加し、営業利益がそれぞれ同額減少しております。 

皮革関連事業
(百万円)

非皮革部門
事業(百万円)

その他事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社 
(百万円)

連結 
(百万円)

 売上高
(1) 外部顧客に対する売上高 4,516 9,469 4,278 18,265 ― 18,265
(2) セグメント間の内部
  売上高又は振替高

― 3 649 653 (653) ―

計 4,516 9,473 4,928 18,918 (653) 18,265

 営業費用 4,569 8,861 4,421 17,853 (103) 17,749
 営業利益又は営業損失(△) △53 611 506 1,065 (549) 515

皮革関連事業
(百万円)

非皮革部門
事業(百万円)

その他事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社
(百万円)

連結 
(百万円)

 売上高
(1) 外部顧客に対する売上高 6,444 9,671 3,959 20,074 ─ 20,074
(2) セグメント間の内部
  売上高又は振替高

─ 3 696 699 (699) ─

計 6,444 9,674 4,656 20,774 (699) 20,074

 営業費用 6,328 8,985 4,133 19,447 ( 56) 19,390
 営業利益 115 689 522 1,326 (643) 683

皮革関連事業 
(百万円)

非皮革部門
事業(百万円)

その他事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社 
(百万円)

連結 
(百万円)

 売上高
(1) 外部顧客に対する売上高 9,371 18,463 8,173 36,008 ─ 36,008
(2) セグメント間の内部
  売上高又は振替高

─ 7 1,299 1,306 (1,306) ─

計 9,371 18,471 9,472 37,315 (1,306) 36,008

 営業費用 9,425 17,347 8,322 35,106 (71) 35,034
 営業利益又は営業損失(△) △53 1,123 1,139 2,209 (1,235) 974



【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自平成18年４月１日 至平成18年９月30日) 
 全セグメントの売上高の合計額及び全セグメントの資産の合計額に占める「日本」の割合がいずれも90％を超

えているため、記載を省略しております。 

  

当中間連結会計期間(自平成19年４月１日 至平成19年９月30日) 
 全セグメントの売上高の合計額及び全セグメントの資産の合計額に占める「日本」の割合がいずれも90％を超

えているため、記載を省略しております。 

  

前連結会計年度(自平成18年４月１日 至平成19年３月31日) 
 全セグメントの売上高の合計額及び全セグメントの資産の合計額に占める「日本」の割合がいずれも90％を超

えているため、記載を省略しております。 

  

【海外売上高】 

前中間連結会計期間(自平成18年４月１日 至平成18年９月30日) 
  

 
  

当中間連結会計期間(自平成19年４月１日 至平成19年９月30日) 
  

 
  

前連結会計年度(自平成18年４月１日 至平成19年３月31日) 
  

 
(注) １ 国又は地域の区分は地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

(1) 北米………………………アメリカ合衆国・カナダ 

(2) アジア……………………韓国・中国・タイ・シンガポール・台湾・フィリピン 

(3) 欧州………………………フランス・イギリス・ギリシャ・イタリア・オランダ・オーストリア他 

(4) その他の地域……………オセアニア地域・中東地域・アフリカ地域・中南米地域 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の輸出売上高であります。 

  

北米 アジア 欧州 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 1,036 953 450 175 2,616

Ⅱ 連結売上高(百万円) 18,265

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

5.7 5.2 2.5 1.0 14.3

北米 アジア 欧州 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 1,102 1,552 504 217 3,375

Ⅱ 連結売上高(百万円) 20,074

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

5.5 7.7 2.5 1.1 16.8

北米 アジア 欧州 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 2,255 2,245 908 399 5,808

Ⅱ 連結売上高(百万円) 36,008

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

6.3 6.2 2.5 1.1 16.1



(企業結合等関係)  

前中間連結会計期間(自平成18年４月１日 至平成18年９月30日) 
該当事項はありません。 

  
当中間連結会計期間(自平成19年４月１日 至平成19年９月30日) 
(分社型共同新設分割) 

１.事業分離の概要 

(1) 分離先企業の名称及び分離した事業の内容 

 株式会社ニッピ・フジタ 皮革販売事業(内容：皮革及び皮革関連製品の販売に係る事業) 

(2) 事業分離を行った主な理由 

 当社の基幹事業であります皮革事業部門におきましては、靴業界を中心とした国内製造の減少に加え、自動

車メーカーの海外シフトも加速度を増し、国内皮革市場全体の減少傾向が顕著であり、同業他社間の競争が激

化するなかで、収益の確保が困難な状況にあります。よって、皮革事業の根本的な見直しを実施し、高収益体

制への脱皮に向け、皮革営業部門の会社分割（新設分割）を行いました。 

 本会社分割（新設分割）は、当社で営む皮革関連製品の販売事業および当社の現持分法適用関連会社である

株式会社藤田商店で営む皮革製品の仕入販売事業を会社分割し、共同して「株式会社ニッピ・フジタ」を新

設、同事業を継承することとします。 

 当社は技術力に強みを持っており、また、共同会社分割当事会社である株式会社藤田商店は、良質なエンド

ユーザーをもつ、営業力に強みのある会社であります。 

 当社の皮革営業部門を別会社化して、株式会社藤田商店と共同することにより、お互いの商圏を組み込むこ

とによる売上高の向上、また、互いの強みが営業活動における相乗効果をもたらすことを期待しております。

つまり、本会社分割（新設分割）は、当社の強みである100年にわたり培ってきた技術力と、株式会社藤田商店

の強みである企画営業力を融合させることにより、積極的な拡大志向を追及した売上高の向上、および高品質

かつ採算性の高い厳選皮革の取り扱いによる収益力の拡大、高収益体制の構築を目的としております。 

 なお、新設会社は当社の連結子会社となります。 

(3) 事業分離日 

 平成19年４月２日 

(4) 法的形式を含む事業分離の概要 

 分社型共同新設分割(物的分割かつ継承される財産が総資産の５分の１を超えないため、会社法805条に基づ

き株主総会の承認を得ず、当社の取締役会の決議を得たうえ、簡易分割を行っております。 

２.実施した会計処理の概要 

 本分割は、「事業分離に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成17年12月27日 企業会計基準第７号)及

び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準委員会 平成18年12月22日

企業会計基準適用指針第10号)に基づいて、株式会社ニッピ・フジタが当社より受け入れた資産は、分割期日の

前日に付された適正な帳簿価格により計上しております。 

(1) 持分変動差額の金額及び会計処理 

 該当事項はありません。 

(2) のれん 

 当該新設分割に伴い、のれん47百万円が発生しておりますが、一括費用処理をしております。 

(3) その他 

 当中間連結会計期間において、持分法適用関連会社である㈱藤田商店と共同して会社分割し、㈱ニッピ・フ

ジタを設立しております。  

 なお、㈱藤田商店より引き継いだ資産及び負債の主な内訳は次のとおりであります。 

流動資産    1,244百万円  

固定資産     491 〃   

資産合計    1,736 〃   

流動負債    1,202 〃   

固定負債     509 〃   

負債合計    1,711 〃  

３.当該中間連結会計期間の中間連結損益計算書に計上されている分離した事業に係る損益の概算額 

売上額    4,191百万円  

営業利益     63 〃   

経常利益     58 〃  

  
前連結会計年度(自平成18年４月１日 至平成19年３月31日) 

該当事項はありません。 

  



(開示対象特別目的会社関係) 

当中間連結会計期間(自平成19年４月１日 至平成19年９月30日) 
１.開示対象特別目的会社の概要及び開示対象特別目的会社を利用した取引の概要 

(1) 開示対象特別目的会社の数      １社 

(2) 開示対象特別目的会社を利用した取引の概要 

 当社は、工場跡地を再開発して、店舗用の賃貸建物を建設し、当該不動産（土地及び建物並びに構築物）の

流動化を行い、不動産の信託受益権を特別目的会社（匿名組合契約を締結し、当該契約による出資金を有して

おります。）に譲渡し、特別目的会社が借入等によって調達した資金を売却代金として受領しました。 

 開示対象目的会社に対する議決権のある出資は無く、役員及び従業員の派遣もありません。 

 なお、当該開示対象目的会社は、平成19年9月28日に当該不動産を売却し、現在清算中であります。 

２.開示対象特別目的会社との取引金額等 

 当中間連結会計期間の中間連結損益計算書に計上されている特別目的会社との取引金額  

  雑収入     153百万円  

  清算配当金  3,616 〃   

 なお、開示対象特別目的会社は、当中間連結会計期間に清算となったため、清算配当金を特別利益に計上して

おります。  

 また、匿名組合出資金は、全額回収したので、当中間連結会計期間末における匿名組合出資金はありません。

  

(１株当たり情報) 

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１株当たり純資産額 1,532.54円 １株当たり純資産額 1,404.86円 １株当たり純資産額 1,331.82円

１株当たり中間純損失 70.88円 １株当たり中間純利益 119.31円 １株当たり当期純損失 168.74円

 なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益については、潜在株式がない

ため、また１株当たり中間純損失が計

上されているため記載しておりませ

ん。

 なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益については、潜在株式がない

ため記載しておりません。

 なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益については、潜在株式がない

ため、また１株当たり当期純損失が計

上されているため記載しておりませ

ん。

(算定上の基礎)

１.１株当たり純資産額

中間連結貸借対照表の純資産の部の

合計額

15,644百万円

(算定上の基礎)

１.１株当たり純資産額

中間連結貸借対照表の純資産の部の

合計額

16,230百万円

(算定上の基礎)

１.１株当たり純資産額

連結貸借対照表の純資産の部の合計

額

15,397百万円

普通株式に係る純資産額

15,293百万円

普通株式に係る純資産額

15,881百万円

普通株式に係る純資産額

15,056百万円

差額の主な内訳

少数株主持分    351百万円

差額の主な内訳

少数株主持分      348百万円

差額の主な内訳

少数株主持分     340百万円

普通株式の発行済株式数

12,000,000株

普通株式の発行済株式数

12,000,000株

普通株式の発行済株式数

12,000,000株

普通株式の自己株式数

2,021,023株

普通株式の自己株式数

695,196株

普通株式の自己株式数

694,559株

１株当たり純資産額の算定に用いら

れた普通株式の数

9,978,977株

１株当たり純資産額の算定に用いら

れた普通株式の数

11,304,804株

１株当たり純資産額の算定に用いら

れた普通株式の数

11,305,441株

２.１株当たり中間純損失

中間連結損益計算書上の中間純損失

651百万円

２.１株当たり中間純利益

中間連結損益計算書上の中間純利益

1,348百万円

２.１株当たり当期純損失

連結損益計算書上の当期純損失

1,696百万円

普通株式に係る中間純損失

651百万円

普通株式に係る中間純利益

1,348百万円

普通株式に係る当期純損失

1,696百万円

普通株主に帰属しない金額の主要な

内訳

該当事項はありません。

普通株主に帰属しない金額の主要な

内訳

該当事項はありません。

普通株主に帰属しない金額の主要な

内訳

該当事項はありません。

普通株式の期中平均株式数

9,195,395株

普通株式の期中平均株式数

11,305,122株

普通株式の期中平均株式数

10,055,989株



(重要な後発事象) 

前中間連結会計期間(平成18年４月１日～平成18年９月30日) 
該当事項はありません。 

  
当中間連結会計期間(平成19年４月１日～平成19年９月30日) 

該当事項はありません。 
  

前連結会計年度(平成18年４月１日～平成19年３月31日) 
(会社分割)  

１.事業分離の概要 

 (1) 分離先企業の名称 

 株式会社ニッピ・フジタ 

 (2) 分離した事業の内容 

 皮革及び皮革関連製品の販売に係る事業 

 (3) 事業分離を行った主な理由 

 当社の基幹事業であります皮革事業部門におきましては、靴業界を中心とした国内製造の減少に加え、 自動

車メーカーの海外シフトも加速度を増し、国内皮革市場全体の減少傾向が顕著であり、同業他社間の競争が激

化するなかで、収益の確保が困難な状況にあります。よって、皮革事業の根本的な見直しを実施し、高収益体

制への脱皮に向け、皮革営業部門の会社分割（新設分割）を決定いたしました。 

 本会社分割（新設分割）は、当社で営む皮革関連製品の販売事業および当社の現持分法適用関連会社である

株式会社藤田商店で営む皮革製品の仕入販売事業を会社分割し、共同して「株式会社ニッピ・フジタ」を新

設、同事業を継承することとします。 

 当社は技術力に強みを持っており、また、共同会社分割当事会社である株式会社藤田商店は、良質なエンド

ユーザーをもつ、営業力に強みのある会社であります。 

 当社の皮革営業部門を別会社化して、株式会社藤田商店と共同することにより、お互いの商圏を組み込むこ

とによる売上高の向上、また、互いの強みが営業活動における相乗効果をもたらすことを期待しております。

つまり、本会社分割（新設分割）は、当社の強みである100年にわたり培ってきた技術力と、株式会社藤田商店

の強みである企画営業力を融合させることにより、積極的な拡大志向を追及した売上高の向上、および高品質

かつ採算性の高い厳選皮革の取り扱いによる収益力の拡大、高収益体制の構築を目的としております。なお、

新設会社は当社の連結子会社となります。 

 (4) 事業分離日 

 平成19年４月２日 

 (5) 事業分離の形態  

 分社型共同新設分割(物的分割かつ継承される財産が総資産の５分の１を超えないため、会社法805条に基づ

き株主総会の承認を得ず、当社の取締役会の決議を得たうえ、簡易分割を行っております。 

２.実施した会計処理の概要 

 本分割は、「事業分離に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成17年12月27日 企業会計基準第７号)及

び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準委員会 平成18年12月22日

企業会計基準適用指針第10号)に基づいて、株式会社ニッピ・フジタが当社より受け入れた資産は、分割期日の

前日に付された適正な帳簿価格により計上しております。 

３.株式会社ニッピ・フジタが継承した資産及び負債の額 

 (1) 資産の額 

 流動資産   1,647百万円 

 固定資産     1百万円 

 (2) 負債の額 

 流動負債   1,461百万円 

４.分割する部門の当連結会計年度の経営成績 

 売上額    5,067百万円 

 営業利益     262百万円 

  



(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  



２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

  

 

前中間会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間会計期間末

(平成19年９月30日)

前事業年度 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

   現金及び預金 ※２ 2,339 3,243 1,979

   受取手形 ※4.7 987 159 1,012

   売掛金 3,377 2,673 3,904

   たな卸資産 4,490 2,949 4,047

   短期貸付金 72 60 50

   未収入金 2,404 2,095 2,496

   未収消費税等 ※６ 19 ― 53

   繰延税金資産 322 293 300

   その他 143 153 222

   貸倒引当金 △20 △16 △22

    流動資産合計 14,137 27.4 11,611 24.2 14,044 27.8

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産

   建物及び付属設備 ※1.2 4,205 3,490 3,993

   土地 ※２ 21,455 22,948 21,455

   その他有形固定資産 ※1.2 2,262 2,376 2,225

    有形固定資産合計 27,923 28,816 27,673

 ２ 無形固定資産

   特許権及びソフトウェア 0 0 0

    無形固定資産合計 0 0 0

 ３ 投資その他の資産

   投資有価証券 ※２ 5,375 5,310 5,705

   長期貸付金 247 334 23

   関係会社長期貸付金 3,502 2,177 2,048

   破産更生債権等 1,364 1,359 1,364

   その他 1,230 794 1,203

   繰延税金資産 182 ― 832

   投資損失引当金 △368 △257 △314

   貸倒引当金 △1,975 △2,230 △2,152

    投資その他の資産合計 9,558 7,487 8,719

    固定資産合計 37,482 72.5 36,304 75.7 36,393 72.1

Ⅲ 繰延資産

   社債発行費 40 31 44

    繰延資産合計 40 0.1 31 0.1 44 0.1

   資産合計 51,660 100.0 47,947 100.0 50,481 100.0



   

前中間会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間会計期間末

(平成19年９月30日)

前事業年度 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

   支払手形 ※７ 7,014 6,145 7,168

   買掛金 1,633 1,608 2,130

   短期借入金 ※2.5 6,666 6,191 6,158

   １年以内償還予定社債 820 895 895

   未払金 228 87 796

   未払法人税等 15 15 18

   未払消費税等 ※６ ― 7 ―

   賞与引当金 205 156 155

   役員賞与引当金 19 38 38

   その他 ※２ 914 1,132 1,346

    流動負債合計 17,517 33.9 16,279 34.0 18,706 37.1

Ⅱ 固定負債

   社債 2,660 2,227 2,675

   長期借入金 ※２ 6,647 5,710 5,500

    退職給付引当金 2,280 1,864 1,898

   役員退職慰労引当金 ― 289 ―

   建築協力金 ※２ 1,258 ― 1,258

     繰延税金負債 ― 139 ―

   再評価に係る繰延税金負債 5,458 5,454 5,458

   その他 ※２ 797 772 779

    固定負債合計 19,102 37.0 16,458 34.3 17,570 34.8

   負債合計 36,619 70.9 32,737 68.3 36,277 71.9

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 3,500 3,500 3,500

 ２ 資本剰余金

  (1) 資本準備金 282 282 282

  (2) その他資本剰余金 21 ― ―

   資本剰余金合計 303 282 282

 ３ 利益剰余金

  (1) 利益準備金 30 40 30

  (2) その他利益剰余金

      買換資産圧縮積立金 ― 1,713 382

      買換資産圧縮特別勘定 ― ― 1,349

   別途積立金 900 806 900

   繰越利益剰余金 1,668 620 △870

   利益剰余金合計 2,598 3,180 1,791

 ４ 自己株式 △204 △17 △17

   株主資本合計 6,197 12.0 6,944 14.5 5,556 11.0

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券評価差額金 1,222 649 1,037

 ２ 繰延ヘッジ損益 △42 △40 △52

 ３ 土地再評価差額金 7,662 7,656 7,662

   評価・換算差額等合計 8,842 17.1 8,265 17.2 8,647 17.1

   純資産合計 15,040 29.1 15,210 31.7 14,204 28.1

   負債純資産合計 51,660 100.0 47,947 100.0 50,481 100.0



② 【中間損益計算書】 

  

 
  

前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
要約損益計算書

(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 13,033 100.0 12,109 100.0 26,613 100.0

Ⅱ 売上原価 10,356 79.5 9,285 76.7 21,078 79.2

   売上総利益 2,676 20.5 2,824 23.3 5,534 20.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 2,353 18.1 2,385 19.7 5,019 18.9

   営業利益 323 2.5 438 3.6 515 1.9

Ⅳ 営業外収益

   受取利息 49 8 89

   受取配当金 39 56 51

   その他 160 250 1.9 180 244 2.0 325 467 1.8

Ⅴ 営業外費用

   支払利息 248 223 482

   受取手形売却損 15 20 31

   その他 21 286 2.2 52 296 2.4 41 555 2.1

   経常利益 287 2.2 386 3.2 426 1.6

Ⅵ 特別利益

   固定資産売却益 ※２ ― 204 ―

   投資有価証券売却益 ― 2 40

     貸倒引当金戻入益 ― ― 99

   投資損失引当金戻入益 ― 56 10

   特別目的会社清算配当金 ― ― ― 3,616 3,880 32.0 ― 151 0.6

Ⅶ 特別損失

   固定資産除却損 ※３ 117 143 127

   固定資産売却損 ※４ 637 5 637

   投資有価証券評価損 ― ― 1

     会員権評価損 ― ― 15

   棚卸評価損 ─ 505 71

   停滞品処分損 43 ─ 8

   貸倒引当金繰入額 17 71 ─

   投資損失引当金繰入額 44 ─ ─

   役員退職慰労引当金 
   過年度一括償却額

― 283 ―

   土地開発関連費用 ― 491 ―

   事業再編に伴う特別損失 ※５ ― ― 1,563

   その他の特別損失 ※６ 7 866 6.6 71 1,572 13.0 9 2,434 9.1

   税引前中間純利益又は 
  税引前中間(当期)純損失(△)

△579 △4.4 2,695 22.3 △1,856 △7.0

   法人税、住民税及び事業税 3 3 7

   法人税等調整額 △649 △645 △5.0 1,225 1,228 10.1 △1,147 △1,140 △4.3

   中間純利益又は 
     当期純損失(△)

66 0.5 1,466 12.1 △715 △2.7



③ 【中間株主資本等変動計算書】 

前中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

 
  

 
  

 
  

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

平成18年３月31日残高(百万円) 3,500 282 10 292

中間会計期間中の変動額

 自己株式の処分 11 11

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

─ ─ 11 11

平成18年９月30日残高(百万円) 3,500 282 21 303

株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金合計

別途積立金 繰越利益剰余金

平成18年３月31日残高(百万円) 20 600 734 1,354 △27 5,118

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当 10 △69 △59 △59

 役員賞与 △38 △38 △38

 別途積立金の積立 300 △300 ― ―

 土地再評価差額金取崩額 1,275 1,275 1,275

 中間純利益 66 66 66

 自己株式の取得 ― △829 △829

 自己株式の処分 ― 653 665

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

10 300 934 1,244 △176 1,079

平成18年９月30日残高(百万円) 30 900 1,668 2,598 △204 6,197

評価・換算差額等
純資産合計その他有価証券 

評価差額金
繰延ヘッジ損益

土地再評価
差額金

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高(百万円) 1,446 ─ 8,938 10,384 15,503

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △59

 役員賞与 △38

 別途積立金の積立 ―

土地再評価差額金取崩額 1,275

 中間純利益 66

 自己株式の取得 △829

 自己株式の処分 665

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)

△224 △42 △1,275 △1,542 △1,542

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

△224 △42 △1,275 △1,542 △462

平成18年９月30日残高(百万円) 1,222 △42 7,662 8,842 15,040



当中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

  

 
  

 
  

 
  

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 資本剰余金合計

平成19年３月31日残高(百万円) 3,500 282 282

中間会計期間中の変動額

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

― ― ―

平成19年９月30日残高(百万円) 3,500 282 282

株主資本

利益剰余金

自己株式
株主資本
合計利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計買換資産 

圧縮積立金

買換資産圧

縮特別勘定
別途積立金

繰越利益
剰余金

平成19年３月31日残高(百万円) 30 382 1,349 900 △870 1,791 △17 5,556

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当 10 △93 △83 △83

 買換資産圧縮積立金繰入額 1,349 △1,349 ― ―

 買換資産圧縮積立金繰入額 △18 18 ― ―

 買換資産圧縮特別勘定取崩額 △1,349 1,349 ― ―

 別途積立金取崩額 △93 93 ― ―

 土地再評価差額金取崩額 6 6 6

 中間純利益 1,466 1,466 1,466

 自己株式の取得 ― △0 △0

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

10 1,330 △1,349 △93 1,490 1,388 △0 1,388

平成19年９月30日残高(百万円) 40 1,713 ― 806 620 3,180 △17 6,944

評価・換算差額等
純資産合計その他有価証券 

評価差額金
繰延ヘッジ損益

土地再評価
差額金

評価・換算
差額等合計

平成19年３月31日残高(百万円) 1,037 △52 7,662 8,647 14,204

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △83

 買換資産圧縮積立金繰入額 ―

 買換資産圧縮積立金取崩額 ―

 買換資産圧縮特別勘定取崩額 ―

 別途積立金取崩額 ―

土地再評価差額金取崩額 6

 中間純利益 1,466

 自己株式の取得 △0

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)

△388 11 △6 △382 △382

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

△388 11 △6 △382 1,006

平成19年９月30日残高(百万円) 649 △40 7,656 8,265 15,210



前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  

 
  

 
  

 
  

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

平成18年３月31日残高(百万円) 3,500 282 10 292

事業年度中の変動額

 自己株式の処分 △10 △10

事業年度中の変動額合計(百万円) － － △10 △10

平成19年３月31日残高(百万円) 3,500 282 ― 282

株主資本

利益剰余金

自己株式
株主資本
合計

利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計買換資産 

圧縮積立金

買換資産圧

縮特別勘定
別途積立金

繰越利益
剰余金

平成18年３月31日残高(百万円) 20 ― ― 600 734 1,354 △27 5,118

事業年度中の変動額

 剰余金の配当 10 △69 △59 △59

  役員賞与 △38 △38 △38

 買換資産圧縮積立金繰入額 406 △406 ― ―

 買換資産圧縮積立金取崩額 △23 23 ― ―

 買換資産圧縮特別勘定繰入額 1,349 △1,349 ― ―

 別途積立金の積立 300 △300 ― ―

 土地再評価差額金取崩額 1,275 1,275 1,275

 当期純損失 △715 △715 △715

 自己株式の取得 ― △1,525 △1,525

 自己株式の処分 △24 △24 1,536 1,502

事業年度中の変動額合計(百万円) 10 382 1,349 300 △1,604 437 10 438

平成19年３月31日残高(百万円) 30 382 1,349 900 △870 1,791 △17 5,556

評価・換算差額等
純資産合計その他有価証券 

評価差額金
繰延ヘッジ損益

土地再評価
差額金

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高(百万円) 1,446 ― 8,938 10,384 15,503

事業年度中の変動額

 剰余金の配当 △59

  役員賞与 △38

 買換資産圧縮積立金繰入額 ―

 買換資産圧縮積立金取崩額 ―

 買換資産圧縮特別勘定繰入額 ―

 別途積立金の積立 ―

土地再評価差額金取崩額 1,275

 当期純損失 △715

 自己株式の取得 △1,525

 自己株式の処分 1,502

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)

△409 △52 △1,275 △1,737 △1,737

事業年度中の変動額合計(百万円) △409 △52 △1,275 △1,737 △1,298

平成19年３月31日残高(百万円) 1,037 △52 7,662 8,647 14,204



次へ 



継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

前中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 
該当事項はありません。 

  
当中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

該当事項はありません。 

  
前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１ 資産の評価基準及び評価方法
(1) たな卸資産

１ 資産の評価基準及び評価方法
(1) たな卸資産

１ 資産の評価基準及び評価方法
(1) たな卸資産

① 商品・製品
 総平均法による低価法

① 商品・製品
同左

① 商品・製品
同左

② 仕掛品、原料
 総平均法による低価法

② 仕掛品、原料
同左

② 仕掛品、原料
同左

③ 貯蔵品
 終仕入原価法

③ 貯蔵品
同左

③ 貯蔵品
同左

(2) 有価証券
① その他有価証券
イ 時価のあるもの
 中間決算末日の市場価格等に基
づく時価法(評価差額は、全部純資
産直入法により処理し、売却原価
は、移動平均法により算定)

(2) 有価証券
① その他有価証券
イ 時価のあるもの

同左

(2) 有価証券
① その他有価証券
イ 時価のあるもの
 決算末日の市場価格等に基づく
時価法（評価差額は、全部純資産
直入法により処理し、売却原価
は、移動平均法により算定）

ロ 時価のないもの
 移動平均法による原価法

ロ 時価のないもの
同左

ロ 時価のないもの
同左

② 子会社株式及び関連会社株式
 移動平均法による原価法

② 子会社株式及び関連会社株式
同左

② 子会社株式及び関連会社株式
同左

(3) デリバティブ
 時価法

(3) デリバティブ
同左

(3) デリバティブ
同左

２ 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
 主として定率法によっておりま
す。
 なお、耐用年数及び残存価額につ
いては、法人税法に規定する方法と
同一の基準によっております。ただ
し、平成10年４月１日以降に取得し
た建物(建物付属設備は除く)につい
ては耐用年数を短縮した定額法によ
っております。
 また、平成10年３月31日以前に取
得した一部既存の賃貸物件について
は改正前の耐用年数を継続適用した
定額法とし、それ以外の既存の建物
は改正前の耐用年数を継続適用した
定率法によっております。
 なお、取得価額10万円以上20万円
未満の少額減価償却資産について
は、定率法によっております。

２ 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産

同左

２ 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産

同左

―――――――――― (会計方針の変更)
 法人税法の改正((所得税法等の一部
を改正する法律 平成19年３月30日
法律第６号)及び(法人税法施行令の一
部を改正する政令 平成19年３月30日
政令第83号))に伴い、当中間会計期間
から、平成19年４月１日以降に取得し
たものについては、改正後の法人税法
に基づく方法に変更しております。  
 なお、この変更による損益に与える
影響は軽微であります。

――――――――――



  

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

―――――――――― (追加情報)
 当中間会計期間から、平成19年３月
31日以前に取得したものについては、
償却可能限度額まで償却が終了した翌
年から５年間で均等償却する方法によ
っております。  
 この結果、従来と同一の方法を採用
した場合と比べ、営業利益、経常利益
及び税引前中間純利益は39百万円減少
しております。

――――――――――

(2) 無形固定資産
 定額法によっております。
 ただし、ソフトウェア(自社利用
分)については、社内における利用
可能期間(５年)に基づく定額法によ
っております。

(2) 無形固定資産
同左

(2) 無形固定資産
同左

(3) 繰延資産の計上基準
① 社債発行費
 会社法施行以前に発生した社債発
行費は 長期間(３年)に亘り毎期均
等償却を行っております。ただし、
社債発行日から３年以内に償還期限
の到来するものはその期限内で均等
償却を行っております。
 会社法施行以降に発生した社債発
行費は償還期間に亘り定額法により
償却しております。

(3) 繰延資産の計上基準
① 社債発行費

同左

(3) 繰延資産の計上基準
① 社債発行費
 会社法施行以前に発生した社債発
行費は 長期間(３年)に亘り毎期均
等償却を行っております。ただし、
社債発行日から３年以内に償還期限
の到来するものはその期限内で均等
償却を行っております。  
 会社法施行以降に発生した社債発
行費は償還期限に亘り定額法により
償却しております。

(会計方針の変更)
 当中間会計期間から、「繰延資産の
会計処理に関する当面の取扱い」(企
業会計基準委員会 平成18年８月11日 
実務対応報告第19号)を適用しており
ます。
 なお、この変更による損益に与える
影響は軽微であります。

―――――――――― (会計方針の変更)
 当事業年度から、「繰延資産の会計
処理に関する当面の取扱い」(企業会
計基準委員会 平成18年８月11日 実
務対応報告第19号)を適用しておりま
す。
 なお、この変更による損益に与える
影響は軽微であります。

３ 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
 債権の貸倒れに備えるため、回収
不能見込額を計上しております。

３ 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金

同左

３ 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金

同左

① 一般債権
 貸倒実績率法によっております。

① 一般債権
同左

① 一般債権
同左

② 貸倒懸念債権及び破産更生債権
 財務内容評価法によっておりま
す。

② 貸倒懸念債権及び破産更生債権
同左

② 貸倒懸念債権及び破産更生債権
同左

(2) 投資損失引当金
 財政状態の悪化した子会社及び関
連会社への投資に対する損失に備え
るため、実質価値の低下の程度なら
びに将来の回復の見込み等を総合的
に勘案して計上しております。

(2) 投資損失引当金
同左

(2) 投資損失引当金
同左

(3) 賞与引当金
 従業員に対して支給する賞与の支
払いに充てるため支給見込額に基づ
き計上しております。

(3) 賞与引当金
同左

(3) 賞与引当金
同左

(4) 役員賞与引当金
 役員に対して支給する賞与の支出
に充てるため、支給見込額に基づき
計上しております。

(4) 役員賞与引当金
同左

(4) 役員賞与引当金
 役員に対して支給する賞与の支出
に充てるため、支給見込額に基づき
計上しております。

(会計方針の変更)
 当中間会計期間より「役員賞与に関
する会計基準」(企業会計基準委員会 
平成17年11月29日 企業会計基準第４
号)を適用しております。
 これにより、従来の方法に比べて、
営業利益及び経常利益は19百万円減少
し、税引前中間純損失は19百万円増加
しております。

―――――――――― (会計方針の変更)
 当事業年度より「役員賞与に関する
会計基準」(企業会計基準委員会 平
成17年11月29日 企業会計基準第４
号)を適用しております。
 これにより、従来の方法に比べて、
営業利益及び経常利益は38百万円減少
し、税引前当期純損失は38百万円増加
しております。



  

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(5) 退職給付引当金
 従業員の退職給付に備えるため、
当期末における退職給付債務及び年
金資産の見込額に基づき、当中間会
計期間末において発生していると認
められる額を計上しております。数
理計算上の差異については、各期の
発生時における従業員の平均残存勤
務期間以内の一定の年数(15年)の定
率法による按分額をそれぞれ発生の
翌期より費用処理しております。

(5) 退職給付引当金
同左

(5) 退職給付引当金
 従業員の退職給付に備えるため、
当期末における退職給付債務及び年
金資産の見込額に基づき、当期末に
おいて発生していると認められる額
を計上しております。数理計算上の
差異については、各事業年度の発生
時における従業員の平均残存勤務期
間以内の一定の年数(15年)の定率法
による按分額をそれぞれ発生の翌期
より費用処理しております。

―――――――――― (6) 役員退職慰労引当金
 役員の退職慰労金の支出に備える
ため、役員退職慰労金内規に基づく
中間期末要支給額を計上しておりま
す。

――――――――――

―――――――――― (会計方針の変更) 
 当社の役員退職慰労金は、従来、支
出時の費用として処理しておりました
が、当中間会計期間より「租税特別措
置法上の準備金及び特別法上の引当金
又は準備金並びに役員退職慰労引当金
等に関する監査上の取扱い」(日本公
認会計士協会 平成19年４月13日 監
査・保証実務委員会報告第42号)を適
用し、内規を基礎とした中間期末要支
給額を役員退職慰労引当金として計上
する方法に変更しております。
 この変更により、当中間会計期間の
発生額12百万円は販売費及び一般管理
費へ、過年度分相当額283百万円は特
別損失に計上しております。
 この結果、従来と同一の方法を採用
した場合と比べ、営業利益及び経常利
益は12百万円、税引前中間純利益は
295百万円減少しております。 

――――――――――

４ 外貨建の資産、負債の本邦通貨へ
   の換算基準
 外貨建金銭債権債務は、中間決算
日の直物為替相場により円貨に換算
し、換算差額は損益として処理して
おります。

４ 外貨建の資産、負債の本邦通貨へ
   の換算基準

同左

４ 外貨建の資産、負債の本邦通貨へ
   の換算基準
 外貨建金銭債権債務は、決算日の
直物為替相場により円貨に換算し、
換算差額は損益として処理しており
ます。

５ リース取引の処理方法
 リース物件の所有権が借主に移転
すると認められるもの以外のファイ
ナンス・リース取引については、通
常の賃貸借取引に係る方法に準じた
会計処理によっております。

５ リース取引の処理方法
同左

５ リース取引の処理方法
同左

６ ヘッジ会計の方法
(1) 繰延ヘッジ等のヘッジ会計の方法
 主として繰延ヘッジ処理によって
おります。
 さらに、特例処理の要件を満たす
金利スワップについては、特例処理
を採用しております。

６ ヘッジ会計の方法
(1) 繰延ヘッジ等のヘッジ会計の方法

同左

６ ヘッジ会計の方法
(1) 繰延ヘッジ等のヘッジ会計の方法

同左

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
① ヘッジ手段
 デリバティブ取引(金利スワップ
取引、金利キャップ取引、為替予約
取引)

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
① ヘッジ手段
 デリバティブ取引(金利スワップ
取引、金利キャップ取引、為替予約
取引、通貨オプション取引)

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
① ヘッジ手段

同左

② ヘッジ対象
 相場変動等による損失の可能性が
あり、相場変動等が評価に反映され
ないもの及びキャッシュ・フローが
固定されその変動が回避されるも
の。

② ヘッジ対象
同左

② ヘッジ対象
同左



次へ 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(3) ヘッジ方針
 相場変動等による損失の可能性が
極めて高いと判断した場合及びキャ
ッシュ・フローの固定を必要と判断
した場合に取締役会の承認を得てヘ
ッジ目的でデリバティブ取引を行っ
ております。

(3) ヘッジ方針
同左

(3) ヘッジ方針
同左

(4) ヘッジの有効性評価の方法
 ヘッジ対象のキャッシュ・フロー
変動の累計又は相場変動とヘッジ手
段のキャッシュ・フロー変動の累計
又は相場変動を半期毎に比較し、両
者の変動額等を基礎にして、ヘッジ
の有効性を評価しております。 
 ただし、特例処理による金利スワ
ップについては、有効性の評価を省
略しております。

(4) ヘッジの有効性評価の方法
同左

(4) ヘッジの有効性評価の方法
 ヘッジ手段の有効性(特例処理に該
当するものは除く)を定期的に確認し
ております。

(5) その他のリスク管理方法のうちヘ
    ッジ会計に係るもの
 ヘッジ対象、ヘッジ手段は取締役
会で決定され、決定事項の実行、報
告及び管理は経理部が行っており、
経理部長はヘッジの有効性を判断
し、有効性について疑義がある場合
は取締役会に報告しております。

(5) その他のリスク管理方法のうちヘ
    ッジ会計に係るもの

同左

(5) その他のリスク管理方法のうちヘ
    ッジ会計に係るもの

同左

７ その他中間財務諸表作成のための
   重要な事項
(1) 消費税等の会計処理
 消費税及び地方消費税の会計処理
は税抜方式を採用しております。

７ その他中間財務諸表作成のための
   重要な事項
(1) 消費税等の会計処理

同左

７ その他財務諸表作成のための重要
   な事項
(1) 消費税等の会計処理

同左



(会計処理の変更) 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(貸借対照表の純資産の部の表示に関

 する会計基準等)

 当中間会計期間から「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準」

（企業会計基準委員会 平成17年12月

９日 企業会計基準第５号）及び「貸

借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準等の適用指針」（企業会計基

準委員会 平成17年12月９日 企業会

計基準適用指針第８号）を適用してお

ります。

 これによる損益に与える影響はあり

ません。

 なお、従来の「資本の部」の合計に

相当する金額は15,083百万円でありま

す。

 中間財務諸表等規則の改正により、

当中間会計期間における中間財務諸表

は、改正後の中間財務諸表等規則によ

り作成しております。

 なお、前中間会計期間において「資

産の部(又は負債の部)に表示しており

ました「繰延ヘッジ損失(又は繰延ヘ

ッジ利益)」は、当中間会計期間から

税効果調整後の金額を「評価・換算差

額等」の内訳科目の「繰延ヘッジ損

益」として表示しております。

 なお、前中間会計期間の繰延ヘッジ

損失(又は繰延ヘッジ利益)について、

当中間会計期間と同様の方法によった

場合の金額は75百万円であります。 

 

―――――――――― (貸借対照表の純資産の部の表示に関

 する会計基準等)

 当事業年度から「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準」(企

業会計基準委員会 平成17年12月９日

企業会計基準第５号)及び「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計基

準等の適用指針」(企業会計基準委員

会 平成17年12月９日 企業会計基準

適用指針第８号)を適用しておりま

す。

 これによる損益に与える影響はあり

ません。

 なお、従来の「資本の部」の合計に

相当する金額は14,257百万円でありま

す。

 また、財務諸表等規則の改正によ

り、当事業年度における財務諸表は、

改正後の財務諸表等規則により作成し

ております。

 なお、前事業年度において「資産の

部(又は負債の部)に表示しておりまし

た「繰延ヘッジ損失(又は繰延ヘッジ

利益)」は、当事業年度から税効果調

整後の金額を「評価・換算差額等」の

内訳科目の「繰延ヘッジ損益」として

表示しております。

 なお、前事業年度の繰延ヘッジ損失

(又は繰延ヘッジ利益)について、当事

業年度と同様の方法によった場合の金

額は△44百万円であります。 

 

(自己株式及び準備金の額の減少等に

 関する会計基準等の一部改正)

 当中間会計期間から、改正後の「自

己株式及び準備金の額の減少等に関す

る会計基準」(企業会計基準委員会 

最終改正平成18年８月11日 企業会計

基準第１号)及び「自己株式及び準備

金の額の減少等に関する会計基準の適

用指針」(企業会計基準委員会 最終

改正平成18年８月11日 企業会計基準

適用指針第２号)を適用しておりま

す。

 これによる損益に与える影響はあり

ません。

 中間財務諸表等規則の改正により、

当中間会計期間における中間財務諸表

は、改正後の中間財務諸表等規則によ

り作成しております。

―――――――――― (自己株式及び準備金の額の減少等に

 関する会計基準等の一部改正)

 当事業年度から、改正後の「自己株

式及び準備金の額の減少等に関する会

計基準」(企業会計基準委員会 最終

改正平成18年８月11日 企業会計基準

第１号)及び「自己株式及び準備金の

額の減少等に関する会計基準の適用指

針」(企業会計基準委員会 最終改正

平成18年８月11日 企業会計基準適用

指針第２号)を適用しております。

 これによる損益に与える影響はあり

ません。

 なお、財務諸表等規則の改正によ

り、当事業年度における財務諸表は、

改正後の財務諸表等規則により作成し

ております。



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  
前中間会計期間末 
(平成18年９月30日)

当中間会計期間末
(平成19年９月30日)

前事業年度末 
(平成19年３月31日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計額
15,676百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累計額
12,785百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累計額
14,276百万円

※２ 担保資産 ※２ 担保資産 ※２ 担保資産

 

種類
中間期末簿価
(百万円)

担保権の 
種類

定期預金 112

抵当、根抵

当、財団抵

当、財団根

抵当

建物 2,734

構築物 849

機械装置 672

土地 20,810

投資有価証券 3,786

計 28,965
 

種類
中間期末簿価
(百万円)

担保権の
種類

定期預金 112

抵当、根抵

当、財団抵

当、財団根

抵当

建物 3,247

構築物 805

機械装置 661

土地 19,632

投資有価証券 2,674

計 27,133

種類
期末簿価 
(百万円)

担保権の
種類

定期預金 112

抵当、根抵

当、財団抵

当、財団根

抵当

建物 3,909

構築物 845

機械装置 755

土地 20,902

投資有価証券 3,321

計 29,846

   担保付債務    担保付債務    担保付債務

種類
中間期末簿価
(百万円)

短期借入金 1,704

一年以内返済予定長期借入金 3,226

長期借入金 6,082

建築協力金 1,440

預かり敷金 615

計 13,068

 

種類
中間期末簿価
(百万円)

一年以内返済予定長期借入金 2,957

長期借入金 5,704

預かり敷金 611

計 9,273

種類
期末簿価
(百万円)

短期借入金 1,244

一年以内返済予定長期借入金 2,867

長期借入金 5,398

建築協力金 1,440

預かり敷金 615

計 11,566

 ３ 偶発債務

被保証者
保証債務残高
(百万円)

被保証 
債務の内容

大鳳商事㈱ 700
銀行借入対
する保証

ニッピコラーゲ
ン工業㈱

550 〃

㈱ボーグ 313 〃

大阪市難波土地
区画整理組合

228 〃

従業員 6
住宅資金の
銀行借入に
対する保証

合計 1,798
 

 ３ 偶発債務

被保証者
保証債務残高

(百万円)
被保証

債務の内容

大鳳商事㈱ 700
銀行借入対
する保証

ニッピコラーゲ
ン工業㈱

450 〃

㈱ボーグ 341 〃

従業員 5
住宅資金の
銀行借入に
対する保証

合計 1,497

 ３ 偶発債務

被保証者
保証債務残高
(百万円)

被保証
債務の内容

大鳳商事㈱ 700
銀行借入に
対する保証

ニッピコラーゲ
ン工業㈱

500 〃

㈱ボーグ 322 〃

大阪市難波土地
区画整理組合

241 〃

従業員 6
住宅資金の
銀行借入に
対する保証

合計 1,770

※４ 手形割引高及び裏書譲渡高

受取手形割引高 1,258百万円

受取手形裏書譲渡高 361百万円

※４ 手形割引高及び裏書譲渡高

受取手形割引高 1,019百万円

受取手形裏書譲渡高 487百万円

※４ 手形割引高及び裏書譲渡高

受取手形割引高 1,364百万円

受取手形裏書譲渡高 323百万円

―――――――――― ※５ コミットメントライン契約
 運転資金の必要調達額の確保及び効
率的資金運用を行うため取引銀行８行
と短期コミットメントラインの設定契
約を締結しております。  
 当中間会計期間末におけるコミット
メントラインに係る借入未実行残高等
は次のとおりです。
コミットメント 
ラインの総額

5,400百万円

借入実行残額 2,400 〃   

差引額 3,000 〃   

※５ コミットメントライン契約
 運転資金の必要調達額の確保及び効
率的資金運用を行うため取引銀行８行
と短期コミットメントラインの設定契
約を締結しております。  
 当事業年度末におけるコミットメン
トラインに係る借入未実行残高等は次
のとおりです。
コミットメント 
ラインの総額

5,400百万円

借入実行残額 ─ 〃   

差引額 5,400 〃   

※６ 消費税等の取扱い
  仮払消費税等及び仮受消費税等は相
殺のうえ、流動資産に未収消費税等と
して表示しております。

※６ 消費税等の取扱い
  仮払消費税等及び仮受消費税等は相
殺のうえ、流動負債に未払消費税等と
して表示しております。

――――――――――

※７ 中間会計期間末日満期手形
  中間会計期間末日満期手形の会計処
理については、手形交換日をもって決
済処理しております。 
  なお、当中間会計期間末日が金融期
間の休日であったため、次の中間会計
期間末日満期手形が、中間会計期末残
高に含まれております。

受取手形 17百万円

支払手形 1,151百万円

※７  中間会計期間末日満期手形
  中間会計期間末日満期手形の会計処
理については、手形交換日をもって決
済処理しております。 
  なお、当中間会計期間末日が金融期
間の休日であったため、次の中間会計
期間末日満期手形が、中間会計期末残
高に含まれております。

受取手形 8百万円

支払手形 857百万円

※７ 事業年度末日満期手形
 事業年度末日満期手形の会計処理に
ついては、手形交換日をもって決済処
理しております。  
 なお、当事業年度末日が金融期間の
休日であったため、次の年度末日満期
手形が、事業年度末残高に含まれてお
ります。

受取手形 12百万円

支払手形 687百万円



前へ   次へ 

  



(中間損益計算書関係) 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

※１ 減価償却実施額

有形固定資産 264百万円

無形固定資産 0 〃

※１ 減価償却実施額

有形固定資産 303百万円

無形固定資産 0 〃

※１ 減価償却実施額

有形固定資産 568百万円

無形固定資産 0 〃

―――――――――― ※２ 固定資産売却益の内訳

土地 128百万円

建物 68 〃

構築物 8 〃

    計 204 〃

――――――――――

 

※３ 固定資産除却損の内訳

建物 104百万円

構築物 6 〃

機械装置 1 〃

運搬具・工具器具備品 4 〃

計 117 〃
 

※３ 固定資産除却損の内訳

建物 63百万円

構築物 5 〃

機械装置 68 〃

取壊・解体費他 5 〃

計 143 〃

※３ 固定資産除却損の内訳

建物 105百万円

構築物 12 〃

機械装置 4 〃

運搬具 0 〃

工具器具備品 4 〃

計 127 〃

 

※４ 固定資産売却損の内訳

土地 637百万円

※４ 固定資産売却損の内訳

土地 5百万円

運搬具 0 〃

     計 5 〃

 

※４ 固定資産売却損の内訳

土地 637百万円

―――――――――― ―――――――――― ※５ 事業再編に伴う特別損失の内訳

早期退職割増金 396百万円

製品処分損 53 〃

棚卸評価損 90 〃

建物等解体費用 383 〃

建物等除却損 334 〃

貸倒繰入損 296 〃

その他 8 〃

計 1,563 〃

 

※６ その他の特別損失の内訳

開発地域負担金等 6百万円

その他 0 〃

計 7 〃

※６ その他の特別損失の内訳

再開発地域負担金等 21百万円

過年度控除外消費税 28 〃

創立100周年費用 12 〃

その他 9 〃

計 71 〃

 

※６ その他の特別損失の内訳

 開発地域負担金等 9百万円



前へ   次へ 

(中間株主資本等変動計算書関係) 

  

前中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１ 自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

単元未満株式の買取りによる増加        346株 

単元株式の子会社からの買取りによる増加 1,100,000株 

減少数の主な内訳は、次の通りであります。 

単元株式の処分による減少         882,000株 

  

当中間会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

１ 自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

単元未満株式の買取りによる増加        637株 

  

前事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

１ 自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

単元未満株式の買取りによる増加        2,308株 

子会社からの買取りによる増加           2,150,682株 

減少数の主な内訳は、次の通りであります。 

単元株式の処分による減少        2,181,000株 

  

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式（株） 57,262 1,100,346 882,000 275,608

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式（株） 29,252 637 ─ 29,889

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式（株） 57,262 2,152,990 2,181,000 29,252



(リース取引関係) 

 
  

前中間会計期間

(自 平成18年４月１日

至 平成18年９月30日)

当中間会計期間

(自 平成19年４月１日

至 平成19年９月30日)

前事業年度

(自 平成18年４月１日

至 平成19年３月31日)

リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引

(借手側)

１ リース物件の取得価額相当額、減価

償却累計額相当額及び中間期末残高

相当額

取得価額 

相当額※ 

(百万円)

減価償却 

累計額 

相当額 

(百万円)

中間期末

残高 

相当額 

(百万円)

機械装置 2,489 562 1,926

運搬具 19 9 9

器具備品 183 102 80

合計 2,691 674 2,016

リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引

(借手側)

１ リース物件の取得価額相当額、減価

償却累計額相当額及び中間期末残

高相当額

取得価額

相当額※

(百万円)

減価償却

累計額 

相当額 

(百万円)

中間期末

残高 

相当額 

(百万円)

機械装置 2,472 875 1,596

運搬具 18 6 12

器具備品 229 135 93

合計 2,720 1,018 1,702

リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引

(借手側)

１ リース物件の取得価額相当額、減価

償却累計額相当額及び期末残高相

当額

取得価額 

相当額※ 

(百万円)

減価償却 

累計額 

相当額 

(百万円)

期末残高

相当額 

(百万円)

機械装置 2,489 727 1,761

運搬具 31 12 18

器具備品 231 121 110

合計 2,751 861 1,890

 

２ 未経過リース料中間期末残高相当額

１年以内 365百万円

１年超 1,651百万円

合計※ 2,016百万円

※取得価額相当額及び未経過リース料

中間期末残高相当額は、未経過リー

ス料中間期末残高が有形固定資産の

中間期末残高等に占める割合が低い

ため、「支払利子込み法」により算

定しております。

 

２ 未経過リース料中間期末残高相当額

１年以内 366百万円

１年超 1,336百万円

合計※ 1,702百万円

※取得価額相当額及び未経過リース料

中間期末残高相当額は、未経過リー

ス料中間期末残高が有形固定資産の

中間期末残高等に占める割合が低い

ため、「支払利子込み法」により算

定しております。

 

２ 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 372百万円

１年超 1,518百万円

合計※ 1,890百万円

※取得価額相当額及び未経過リース料

期末残高相当額は、未経過リース料

期末残高が有形固定資産の期末残高

等に占める割合が低いため、「支払

利子込み法」により算定しておりま

す。

３ 支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 182百万円

減価償却費相当額 182百万円

３ 支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 187百万円

減価償却費相当額 187百万円

３ 支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 368百万円

減価償却費相当額 368百万円

４ 減価償却費相当額の算定方法

  リース期間を耐用年数とし、残存価

額を零とする定額法によっておりま

す。

４ 減価償却費相当額の算定方法

  リース期間を耐用年数とし、残存価

額を零とする定額法によっておりま

す。

４ 減価償却費相当額の算定方法

  リース期間を耐用年数とし、残存価

額を零とする定額法によっておりま

す。

(貸手側)

５ 賃貸物件の取得価額、減価償却累計

額及び中間期末残高

取得価額 

(百万円)

減価償却 

累計額 

(百万円)

中間 

期末残高

(百万円)

建物 418 115 302

構築物 54 29 24

合計 472 145 327

(貸手側)

   ───────────

(貸手側)

５ 賃貸物件の取得価額、減価償却累計

額及び期末残高

取得価額 

(百万円)

減価償却 

累計額 

(百万円)

期末残高

(百万円)

建物 429 123 306

構築物 54 31 23

合計 483 154 329

 

６ 未経過賃貸料中間期末残高相当額

１年内 107百万円

１年超 107百万円

合計※ 215百万円

※合計額は２年分の未経過賃貸料を表

示しております。

   ───────────

   なお、当該賃貸用物件は、平成19

年９月28日、土地（11,667㎡）と併

せて売却しております。
 

６ 未経過賃貸料期末残高相当額

１年内 101百万円

１年超 101百万円

合計※ 202百万円

※合計額は２年分の未経過賃貸料を表

示しております。

７ 受取賃貸料及び減価償却費

受取賃貸料 53百万円

減価償却費 9百万円

７ 受取賃貸料及び減価償却費

受取賃貸料 31百万円

減価償却費 9百万円

７ 受取賃貸料及び減価償却費

受取賃貸料 107百万円

減価償却費 18百万円

８ 利息相当額の算定方法

  未経過賃貸料中間期末残高及び見積

残存価額の残高の合計額が営業債権の

中間期末残高等に占める割合が低いた

め、「受取利子込み法」により算定し

ております。

８ 利息相当額の算定方法

  未経過賃貸料中間期末残高及び見積

残存価額の残高の合計額が営業債権の

中間期末残高等に占める割合が低いた

め、「受取利子込み法」により算定し

ております。

８ 利息相当額の算定方法

  未経過賃貸料期末残高及び見積残存

価額の残高の合計額が営業債権の期末

残高等に占める割合が低いため、「受

取利子込み法」により算定しておりま

す。



前へ   次へ 

(有価証券関係) 

  
前中間会計期間末(平成18年９月30日) 

有価証券 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

 
  

当中間会計期間末(平成19年９月30日) 
有価証券 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

 
  

前事業年度末(平成19年３月31日) 
有価証券 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

 
  

(企業結合等関係)  

  
前中間会計期間(自平成18年４月１日 至平成18年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

当中間会計期間(自平成19年４月１日 至平成19年９月30日) 
(1) 中間連結財務諸表 注記事項（企業結合等関係）に記載のとおりであります。 

  

前事業年度(自平成18年４月１日 至平成19年３月31日) 
該当事項はありません。 

  

種類
中間貸借対照表計上額

(百万円)
時価(百万円) 差額(百万円)

(1) 関連会社株式 1,031 1,549 517
計 1,031 1,549 517

種類
中間貸借対照表計上額

(百万円)
時価(百万円) 差額(百万円)

(1) 関連会社株式 972 1,423 451
計 972 1,423 451

区分
貸借対照表計上額

(百万円)
時価(百万円) 差額(百万円)

(1) 関連会社株式 972 1,570 597
計 972 1,570 597



(１株当たり情報) 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１株当たり純資産額 1,282.85円 １株当たり純資産額 1,270.70円 １株当たり純資産額 1,186.56円

１株当たり中間純利益 5.64円 １株当たり中間純利益 122.50円 １株当たり当期純損失 60.33円

 なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益については、潜在株式がない

ため記載しておりません。

 なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益については、潜在株式がない

ため記載しておりません。

 なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益については、潜在株式がない

ため、また１株当たり当期純損失が計

上されているため記載しておりませ

ん。

算定上の基礎

１.１株当たり純資産額

中間貸借対照表の純資産の部の合

計額

15,040百万円

算定上の基礎

１.１株当たり純資産額

中間貸借対照表の純資産の部の合

計額

15,210百万円

算定上の基礎

１.１株当たり純資産額

貸借対照表の純資産の部の合計額 

 

14,204百万円

普通株式に係る純資産額

15,040百万円

普通株式に係る純資産額

15,210百万円

普通株式に係る純資産額

14,204百万円

差額の主な内訳

該当事項はありません。

差額の主な内訳

該当事項はありません。

差額の主な内訳 

該当事項はありません。

普通株式の発行済株式数

12,000,000株

普通株式の発行済株式数

12,000,000株

普通株式の発行済株式数 

12,000,000株

普通株式の自己株式数

275,608株

普通株式の自己株式数

29,889株

普通株式の自己株式数    

29,252株

１株当たり純資産額の算定に用い

られた普通株式の数

11,724,392株

１株当たり純資産額の算定に用い

られた普通株式の数

11,970,111株

１株当たり純資産額の算定に用い

られた普通株式の数      

11,970,748株

２.１株当たり中間純利益

中間損益計算書上の中間純利益

66百万円

２.１株当たり中間純利益

中間損益計算書上の中間純利益

1,466百万円

２.１株当たり当期純損失      

損益計算書上の当期純損失

715百万円

普通株式に係る中間純利益

66百万円

普通株式に係る中間純利益

1,466百万円

普通株式に係る当期純損失

715百万円

普通株主に帰属しない金額の主要

な内訳

該当事項はありません。

普通株主に帰属しない金額の主要

な内訳

該当事項はありません。

普通株主に帰属しない金額の主要

な内訳

該当事項はありません。

普通株式の期中平均株式数

11,833,565株

普通株式の期中平均株式数

11,970,429株

普通株式の期中平均株式数

11,856,081株



前へ 

(重要な後発事象) 

前中間会計期間(平成18年４月１日～平成18年９月30日) 
該当事項はありません。 

  

当中間会計期間(平成19年４月１日～平成19年９月30日) 
該当事項はありません。 

  

前事業年度(平成18年４月１日～平成19年３月31日) 
会社分割 

１.事業分離の概要 

(1) 分離先企業の名称  

 株式会社ニッピ・フジタ  

(2) 分離した事業の内容  

 皮革及び皮革関連製品の販売に係る事業  

(3) 事業分離を行った主な理由 

 当社の基幹事業であります皮革事業部門におきましては、靴業界を中心とした国内製造の減少に加え、自

動車メーカーの海外シフトも加速度を増し、国内皮革市場全体の縮小傾向が顕著であり、同業他社間の競争

が激化するなかで、収益の確保が困難な状況にあります。よって、皮革事業の根本的な見直しを実施し、高

収益体制への脱皮に向け、皮革営業部門の会社分割（新設分割）を決定いたしました。 

 本会社分割（新設分割）は、当社で営む皮革関連製品の販売事業および当社の現持分法適用関連会社であ

る株式会社藤田商店で営む皮革製品の仕入販売事業を会社分割し、共同して「株式会社ニッピ・フジタ」を

新設、同事業を承継することとします。 

 当社は技術力に強みを持っており、また、共同会社分割当事会社である株式会社藤田商店は、良質なエン

ドユーザーをもつ、営業力に強みのある会社であります。 

 当社の皮革営業部門を別会社化して、株式会社藤田商店と共同することにより、互いの商圏を組み込むこ

とによる売上高の向上、また、互いの強みが営業活動における相乗効果をもたらすことを期待しておりま

す。つまり、本会社分割（新設分割）は、当社の強みである100年にわたり培ってきた技術力と株式会社藤田

商店の強みである企画営業力を融合させることにより、積極的な拡大志向を追及した売上高の向上、および

高品質かつ採算性の高い厳選皮革の取り扱いによる収益力の拡大、高収益体制の構築を目的としておりま

す。なお、新設会社は当社の連結子会社となります。  

(4) 事業分離日 

 平成19年４月２日 

(5) 事業分離の形態 

 分社型共同新設分割（物的分割かつ継承される財産が総資産の5分の1を超えないため、会社法805条に基づ

き株主総会の承認を得ず、当社の取締役会の決議を得たうえで、簡易分割を行っております。）  

２.実施した会計処理の概要 

 本分割は、「事業分離に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年12月27日 企業会計基準第７

号）及び「企業結合会計基準及び事業分離会計基準に関する適用指針」（企業会計基準委員会 平成17年12

月27日 企業会計基準適用指針第10号）に基づいて、株式会社ニッピ・フジタが当社より受け入れた資産

は、分割期日の前日に付された適正な帳簿価額により計上しております。 

３.株式会社ニッピ・フジタが継承した資産及び負債の額 

(1) 資産の額 

  流動資産   1,647百万円 

  固定資産      1百万円 

(2) 負債の額 

  流動負債   1,461百万円 

４.分割する部門の当事業年度の経営成績  

  売上高    5,067百万円  

  営業利益    262百万円  

  



(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  



第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

(1) 有価証券報告書及びその添付書類 

事業年度 第160期(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日)平成19年６月28日関東財務局長に

提出 

  

(2) 臨時報告書 

証券取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号ならびに第19

号の規定に基づく臨時報告書平成19年９月19日関東財務局長に提出（固定資産の譲渡及び匿名組合解散

に伴う清算配当による財政状態および経営成績に著しい影響を与える事象） 

  

  

  

該当事項はありません。 

  

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

平成18年12月21日

株式会社ニッピ 

取締役会 御中 

  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている株式会社ニッピの平成18年４月１日から平成19年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間

(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、

中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間

監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間

連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続

等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査

の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

  

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸

表の作成基準に準拠して、株式会社ニッピ及び連結子会社の平成18年９月30日現在の財政状態並びに同日を

もって終了する中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)の経営成績及びキャッシ

ュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 

 
  

藍監査法人

指定社員
公認会計士  小 林 恒 男   ㊞

業務執行社員

指定社員
公認会計士  古 谷 義 雄   ㊞

業務執行社員

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別

途保管している。



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

平成19年12月21日

株式会社ニッピ 

取締役会 御中 

  
 

  
 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられている株式会社ニッピの平成19年４月１日から平成20年３月31日までの連結会計年度の中間連結

会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借

対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書につ

いて中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場

から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続

等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査

の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

  

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸

表の作成基準に準拠して、株式会社ニッピ及び連結子会社の平成19年９月30日現在の財政状態並びに同日を

もって終了する中間連結会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)の経営成績及びキャッシ

ュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

追記情報 

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ４ 会計処理基準に関する事項（４）重要な引当金

の計上基準 ⑤ 役員退職慰労引当金の（会計方針の変更）に記載のとおり、会社及び主要な連結子会社は、

役員の退職慰労金について、従来の支出時の費用処理から内規を基礎とした中間連結会計期間末要支給額を

計上する方法に変更した。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 

 
  

藍監査法人

指定社員
公認会計士  小 林 恒 男   ㊞

業務執行社員

指定社員
公認会計士  古 谷 義 雄   ㊞

業務執行社員

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別

途保管している。



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

平成18年12月21日

株式会社ニッピ 

取締役会 御中 

  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている株式会社ニッピの平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第160期事業年度の中間会計期間(平

成18年４月１日から平成18年９月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計

算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあ

り、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

  

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、株式会社ニッピの平成18年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期

間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認め

る。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 

  

 
  

藍監査法人

指定社員
公認会計士  小 林 恒 男   ㊞

業務執行社員

指定社員
公認会計士  古 谷 義 雄   ㊞

業務執行社員

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別

途保管している。



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

平成19年12月21日

株式会社ニッピ 

取締役会 御中 

  
 

  
 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられている株式会社ニッピの平成19年４月１日から平成20年３月31日までの第161期事業年度の中間

会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、

中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は

経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

  

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、株式会社ニッピの平成19年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期

間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認め

る。 

  

追記情報 

中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 ３ 引当金の計上基準 (6) 役員退職慰労引当金の（会計方針

の変更）に記載のとおり、会社は、役員退職慰労金について、従来の支出時の費用処理から内規を基礎とし

た中間会計期間末要支給額を計上する方法に変更した。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 

  

 
  

藍監査法人

指定社員
公認会計士  小 林 恒 男   ㊞

業務執行社員

指定社員
公認会計士  古 谷 義 雄   ㊞

業務執行社員

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別

途保管している。
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